
 
 
 
 

 

― 次 第 ― 

 

１ 開    会   16：15 

 

 

２ あ い さ つ 

 

 

３ 議    事   16：20～17：00 

（１） 協議事項 

① 「参画と協働のまちづくりフォーラム（仮称）」について 

② 「自治基本条例の解説」改訂版（案）について 

 

 

4 お礼・あいさつ  竹内 功 市長    17：00 

 

 

5 報 告 書 提 出 

 

 

6 懇    談 

 

 

7 閉 会 

 

 

 

 

 

第７回 鳥取市市民自治推進委員会 
 

日時 平成２６年３月１９日（水）16:15～17:30 

場所 市役所本庁舎 ４階第３会議室 



 

 

 

 

年間のスケジュール 

回数 時 期 主な審議事項等 

１回 ４月３０日 

○委嘱状の交付、委員長の選出、市民自治推進委員会の役割、 

自治基本条例の説明など 

○今年度の市民自治推進委員会の活動計画について 

○市民活動表彰の審査基準について 

○フォーラムのあり方について（実施体制等の審議） 

２回 ６月下旬 

○市民まちづくり提案事業助成金協働事業部門（行政提案型事業）交付申請

団体の審査（申請団体のプレゼンテーション） 

○先進的活動団体との勉強会について 

○市民活動フェスタの実行委員の選出について 

３回 ７～８月 

○自治基本条例の説明（総務課法制担当者による（案）） 

○先進的活動団体との勉強会について 

（○視察研修について） 

４回 ９～１０月 ○市民活動表彰被表彰者の審査 

５回 １月 ○委員会活動報告書の策定についての検討 

６回 ３月 

○今年度の活動の総括 

○委員会活動報告書の策定 

○来年度活動方針、計画等の検討 

 

平成 2５年度の活動計画 



第７回鳥取市市民自治推進委員会 

 

配付資料一覧 

【H26.3.19（水）】 

資料番号 資料のタイトル 

 
次第、２５年度活動計画 

資料１ 平成２６年度「参画と協働のまちづくりフォーラム（仮称）について 

資料２ 「自治基本条例の解説」改訂版（案）について 

資料３ 平成２５年度活動報告書 

 



平成 26 年度 「参画と協働のまちづくりフォーラム（仮称）」について 

１ 目 的 

市民一人ひとりが真に豊かに暮らせる地域社会をめざすため、市民参画と市民活動の推進に向け

た機運を高めるとともに、参画と協働のまちづくりの重要性について考え、協働意識の向上を図る

ことを目的に開催します。 

 

２ 開催予定日 

 平成２６年１０月２６日（日） 

 

３ 場 所 

  鹿野町老人福祉センターしかの和泉荘 

  （鹿野町今市 651-1） 

 

４ 主 催 

 参画と協働のまちづくりフォーラム実行委員会（仮称） 

（鳥取市市民自治推進委員会、西部地域の方、鳥取市） 
 
５ 具体的内容 

  必須 市民活動表彰 

  検討 アトラクション 

     パネルディスカッション 

     地域の特産品などのバザー 

 

６ 今後のスケジュール 

  ４月下旬～５月上旬 実行体制の決定及び具体的内容のたたき台の決定 

  ６～７月      実行委員会の立ち上げ 

  ７～８月      第１回実行委員会の開催（第３回市民自治推進委員会と同日） 

  ８～９月      第２回実行委員会の開催（第４回市民自治推進委員会と同日） 

  １０月下旬     フォーラム実施 

  １２月頃      フォーラム検証（第５回市民自治推進委員会） 

 

 

 

 （参考）１０月１８日（土）～１９日（日） 青谷ようこそまつり 

     １０月２５日（土）～２６日（日） 鹿野わったいな祭 

     １１月 ２日（日）～ ３日（月） ときめきまつり（気高町文化祭） 

資料１ 



「自治基本条例の解説」改訂版（案）について 

 

（変更点） 
 

１. 第５条（参画及び協働の原則）【参考】・・・P.8 

 「アクティブとっとり」登録団体数の推移 

 

 

２. 第１３条（コミュニティ）【参考】・・・P.18～P.19 

 ＮＰＯ認証数、町内会加入率の推移 

 

 

３. 第１５条（総合計画）【解説】【参考】・・・P.21       

 「第９次鳥取市総合計画」について追加（担当課：行財政改革課） 

 

 

４. 第１６条（財政運営）【解説】・・・P.23 

 現状に即した内容に変更（担当課：行財政改革課） 
 
 
５．第１８条（情報の公開及び提供）【解説】・・・P.25 

   地区単位の情報の作成、公表について（担当課：総務課） 

 

 

６.第２４条（危機管理）条文及び【解説】【参考】・・・P.32～P.33 

 危機管理条項の追加（担当課：危機管理課） 
 
 
７．第２９条（市民自治推進委員会）【解説】【参考】・・・P.40～P.41 

   市民活動委員会の廃止（担当課：協働推進課） 

資料２ 
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改正案 改正前 
 
目次 
前文 
第１章 総則（第１条－第３条） 
第２章 自治の基本理念（第４条） 
第３章 自治の基本原則（第５条・第６条） 
第４章 自治を担う主体の責務等 
第１節 市民（第７条・第８条） 
第２節 議会（第９条・第１０条） 
第３節 市長及び市の職員（第１１条・第１２条） 
第５章 コミュニティ（第１３条） 
第６章 市政運営（第１４条－第２３条） 
第７章 危機管理（第２４条） 
第８章 市民意思の表明及び尊重（第２５条－第２７条） 
第９章 国及び自治体等との連携及び協力（第２８条） 
第１０章 市民自治推進委員会（第２９条） 
第１１章 条例の見直し（第３０条） 
附則 

前文 
鳥取市は、唱歌「故郷（ふるさと）」の情景をほうふつとさせる緑豊か

な自然、千代川の清流や鳥取砂丘を代表とする美しい景観に恵まれていま
す。 
その中で先人たちは、山の幸、海の幸など自然からの豊かな恵みを受け

ながら古代より因幡の国の歴史や多彩な伝統文化をはぐくんできました。 
そして、幾たびかの自然災害にも英知と不屈の精神を持って乗り越え

て、今日まで生活を営んできました。 
私たちは、先人から受け継いだ幾多のかけがえのない財産に感謝しなが

ら、将来を担う子どもたちが夢と希望を持って健やかに成長し、心豊かに
暮らせるまちをつくり、次世代に引き継いでいかなければなりません。 
 そのためには、今地域が抱える課題について、私たち一人ひとりが自ら
考え、互いに助け合い、責任を持って行動する取組が必要です。 

 
目次 
前文 
第１章 総則（第１条－第３条） 
第２章 自治の基本理念（第４条） 
第３章 自治の基本原則（第５条・第６条） 
第４章 自治を担う主体の責務等 
第１節 市民（第７条・第８条） 
第２節 議会（第９条・第１０条） 
第３節 市長及び市の職員（第１１条・第１２条） 
第５章 コミュニティ（第１３条） 
第６章 市政運営（第１４条－第２３条） 
 
第７章 市民意思の表明及び尊重（第２４条－第２６条） 
第８章 国及び自治体等との連携及び協力（第２７条） 
第９章 市民自治推進委員会（第２８条） 
第１０章 条例の見直し（第２９条） 
附則 

前文 
鳥取市は、唱歌「故郷（ふるさと）」の情景をほうふつとさせる緑豊か

な自然、千代川の清流や鳥取砂丘を代表とする美しい景観に恵まれていま
す。 
その中で先人たちは、山の幸、海の幸など自然からの豊かな恵みを受け

ながら古代より因幡の国の歴史や多彩な伝統文化をはぐくんできました。 
そして、幾たびかの自然災害にも英知と不屈の精神を持って乗り越え

て、今日まで生活を営んできました。 
私たちは、先人から受け継いだ幾多のかけがえのない財産に感謝しなが

ら、将来を担う子どもたちが夢と希望を持って健やかに成長し、心豊かに
暮らせるまちをつくり、次世代に引き継いでいかなければなりません。 
 そのためには、今地域が抱える課題について、私たち一人ひとりが自ら
考え、互いに助け合い、責任を持って行動する取組が必要です。 
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このような認識のもと、私たちは、鳥取市民としての誇りを持ち、自ら
も自治の主体であることを自覚し、コミュニティを守り育てながら、協働
して地域の課題解決に向けて努力する決意をしました。 
ここに、私たちは、自治の基本理念を確立し、個人の尊厳と自由が尊重さ
れ、豊かな地域社会を創造するため、この条例を制定します。 
 
 
【解説】 
ここでは、条例制定の趣旨やまちづくりに対する基本的な考え方、決意
などを明確にしています。前文は、本条例全般にわたっての解釈や運用
のよりどころとなるものです。 
ここでいう「私たち」とは、自治(※1)の主体である「市民」と「市」を

表しており、この前文は、市民と市の協働によって自治を行うことを決意
表明するものです。 
本市は、豊かな自然、因幡地方特有の歴史、文化など、全国に誇れる貴

重な有形・無形の財産を有しています。そして、市民の粘り強い努力によ
り、たび重なる自然災害などの逆境を乗り越え、発展してきました。 
また、平成１６年１１月には、周辺８町村との合併に伴い特例市(※2)

となり、山陰の中核都市として新たな歴史をつくっています。 
２０万都市となった鳥取市が将来にわたって持続的に発展していくた

めには、全市が一体となり、自治を担う「市民」と「市」がそれぞれの特
性を生かしながら協働してまちづくりを行うことが必要です。本条例を本
市のまちづくりの基本ルールとし、「市民」と「市」が自ら自治の主体で
あることを自覚しながら、それぞれの役割を果たすことにより、市民一人
ひとりが大切にされる豊かな地域社会を創造することとしています。 
 
【参考】 
（※１）自治とは、自分たちのことは自分たちの責任において決めて行うこ

とをいいます。つまり、地方自治とは、地域の運営については、国の
関与によらず、市民の意思に基づき主体的に行うということです。日
本国憲法第９２条においても、自治体の組織や運営については、「地方
自治の本旨」に基づいて行われることとされています。この「地方自

このような認識のもと、私たちは、鳥取市民としての誇りを持ち、自ら
も自治の主体であることを自覚し、コミュニティを守り育てながら、協働
して地域の課題解決に向けて努力する決意をしました。 
ここに、私たちは、自治の基本理念を確立し、個人の尊厳と自由が尊重さ
れ、豊かな地域社会を創造するため、この条例を制定します。 
 
 
【解説】 
ここでは、条例制定の趣旨やまちづくりに対する基本的な考え方、決意
などを明確にしています。前文は、本条例全般にわたっての解釈や運用
のよりどころとなるものです。 
ここでいう「私たち」とは、自治(※1)の主体である「市民」と「市」を

表しており、この前文は、市民と市の協働によって自治を行うことを決意
表明するものです。 
本市は、豊かな自然、因幡地方特有の歴史、文化など、全国に誇れる貴

重な有形・無形の財産を有しています。そして、市民の粘り強い努力によ
り、たび重なる自然災害などの逆境を乗り越え、発展してきました。 
また、平成１６年１１月には、周辺８町村との合併に伴い特例市(※2)

となり、山陰の中核都市として新たな歴史をつくっています。 
２０万都市となった鳥取市が将来にわたって持続的に発展していくた

めには、全市が一体となり、自治を担う「市民」と「市」がそれぞれの特
性を生かしながら協働してまちづくりを行うことが必要です。本条例を本
市のまちづくりの基本ルールとし、「市民」と「市」が自ら自治の主体で
あることを自覚しながら、それぞれの役割を果たすことにより、市民一人
ひとりが大切にされる豊かな地域社会を創造することとしています。 
 
【参考】 
（※１）自治とは、自分たちのことは自分たちの責任において決めて行うこ

とをいいます。つまり、地方自治とは、地域の運営については、国の
関与によらず、市民の意思に基づき主体的に行うということです。日
本国憲法第９２条においても、自治体の組織や運営については、「地方
自治の本旨」に基づいて行われることとされています。この「地方自
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治の本旨」とは、一般的に、地方における行政を、その自治体の住民
の意思と責任に基づいて行う「住民自治」と、国から独立した地方自
治体として、自らの権限と責任に基づいて地域の行政を行う「団体自
治」の２つの要素からなると言われています。この２つは、しばしば
車の両輪に例えられ、一方の実現のためには他方の拡充が求められる
という相補う関係にあります。 

 
（※２）特例市とは、地方分権を目的とした地方自治法の改正により、新た

に創設された都市制度であり、政令で指定する人口２０万人以上の都
市をいいます。特例市となることにより、都道府県から生活環境を守
るための騒音、悪臭、振動などを規制する権限、土地利用に関する開
発行為の許可などの権限が移譲されるため、より一層の地域の実状に
応じた行政サービスの提供や事務処理のスピードアップが図られま
す。 

 

第１章 総則 

（目的） 
第１条 この条例は、本市の自治の基本理念を明らかにするとともに、
市民及び市について、その権利、役割及び責務を定め、参画と協働
のまちづくりを推進することにより、もって将来に向けて豊かな地
域社会の創造に資することを目的とします。 

【解説】 
この条では、本条例に定める基本的事項や条例制定の目的を規定してい

ます。 
本条例を制定する目的については、前文にも明記されていますが、一見

して本条例の趣旨や内容などを具体的かつ容易に理解できるよう、改めて
規定しています。 
本条例は、本市の自治を行う上での基本的な考え方や各主体の役割など

を明確にし、参画と協働のまちづくりを進め、豊かな地域社会を実現する
ために制定することとしています。 
 

治の本旨」とは、一般的に、地方における行政を、その自治体の住民
の意思と責任に基づいて行う「住民自治」と、国から独立した地方自
治体として、自らの権限と責任に基づいて地域の行政を行う「団体自
治」の２つの要素からなると言われています。この２つは、しばしば
車の両輪に例えられ、一方の実現のためには他方の拡充が求められる
という相補う関係にあります。 

 
（※２）特例市とは、地方分権を目的とした地方自治法の改正により、新た

に創設された都市制度であり、政令で指定する人口２０万人以上の都
市をいいます。特例市となることにより、都道府県から生活環境を守
るための騒音、悪臭、振動などを規制する権限、土地利用に関する開
発行為の許可などの権限が移譲されるため、より一層の地域の実状に
応じた行政サービスの提供や事務処理のスピードアップが図られま
す。 

 

第１章 総則 

（目的） 
第１条 この条例は、本市の自治の基本理念を明らかにするとともに、
市民及び市について、その権利、役割及び責務を定め、参画と協働
のまちづくりを推進することにより、もって将来に向けて豊かな地
域社会の創造に資することを目的とします。 

【解説】 
この条では、本条例に定める基本的事項や条例制定の目的を規定してい

ます。 
本条例を制定する目的については、前文にも明記されていますが、一見

して本条例の趣旨や内容などを具体的かつ容易に理解できるよう、改めて
規定しています。 
本条例は、本市の自治を行う上での基本的な考え方や各主体の役割など

を明確にし、参画と協働のまちづくりを進め、豊かな地域社会を実現する
ために制定することとしています。 
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（定義） 
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各
号に定めるところによります。 
（１）市民 市内に在住する人、市内で働き、若しくは学ぶ人又は市
内において事業若しくは活動を行う団体をいいます。 

（２）執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、
監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。 

（３）市 議会及び執行機関をいいます。 
（４）参画 市民としてまちづくりの企画の立案から実施、評価まで
の各過程に主体的に参加し、意思決定に関わることをいいます。 

（５）協働 市民及び市がそれぞれの役割と責任を自覚し、互いの主
体性を尊重しながら、対等の立場で協力し合うことをいいます。 

（６）コミュニティ 地域又は共同体意識を基盤としたつながりのも
とで自主的に形成された組織であって、公益性を有する活動を行
うものをいいます。 

 
【解説】 
この条では、本条例の中で使用する用語のうち、共通認識をしておく必

要がある自治に関する重要なキーワードについての意義を規定していま
す。 
（１）市民 

市民とは、鳥取市内に住所を有する人「住民」(※1)のほか、市内の
事業所に通勤する人や市内の学校に通学する人、市内において様々な
事業や活動を行っている団体をいいます。これは、本市には、住む人
や働く人、学ぶ人など、様々な人が生活しており、地域が抱える多様
な課題を解決していくためには、住民だけでなく、本市に生活する幅
広い人たちが協力し合ってまちづくりに取り組むことが重要である
との認識に基づくものです。 
また、市内を拠点として活動している事業者や団体も、地域社会を
構成する一員であることを自覚し、地域社会と協調していくことが求
められています。 

 

（定義） 
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各
号に定めるところによります。 
（１）市民 市内に在住する人、市内で働き、若しくは学ぶ人又は市
内において事業若しくは活動を行う団体をいいます。 

（２）執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、
監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。 

（３）市 議会及び執行機関をいいます。 
（４）参画 市民としてまちづくりの企画の立案から実施、評価まで
の各過程に主体的に参加し、意思決定に関わることをいいます。 

（５）協働 市民及び市がそれぞれの役割と責任を自覚し、互いの主
体性を尊重しながら、対等の立場で協力し合うことをいいます。 

（６）コミュニティ 地域又は共同体意識を基盤としたつながりのも
とで自主的に形成された組織であって、公益性を有する活動を行
うものをいいます。 

 
【解説】 
この条では、本条例の中で使用する用語のうち、共通認識をしておく必

要がある自治に関する重要なキーワードについての意義を規定していま
す。 
（１）市民 

市民とは、鳥取市内に住所を有する人「住民」(※1)のほか、市内の
事業所に通勤する人や市内の学校に通学する人、市内において様々な
事業や活動を行っている団体をいいます。これは、本市には、住む人
や働く人、学ぶ人など、様々な人が生活しており、地域が抱える多様
な課題を解決していくためには、住民だけでなく、本市に生活する幅
広い人たちが協力し合ってまちづくりに取り組むことが重要である
との認識に基づくものです。 
また、市内を拠点として活動している事業者や団体も、地域社会を
構成する一員であることを自覚し、地域社会と協調していくことが求
められています。 
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（２）執行機関 
執行機関とは、「市長」及び地方自治法第１８０条の５第１項及び
同条第３項(※2)の規定により設置が義務づけられている「委員会」及
び「委員」をいいます。 

（３）市 
市とは、市民の負託に基づき、団体自治を担う「議会」と「執行機
関」をいいます。通常、「市」という場合には、行政区分としての「鳥
取市」そのものを指す場合や執行機関のみを指す場合があります。本
条例では、用語の定義を明確にするため、「議会」と「執行機関」を
合わせた「地方公共団体」を「市」とし、行政区分としての「鳥取市」
を「本市」としています。 

（４）参画 
参画とは、市民が市政に参加するだけでなく、市の政策の形成から
評価に至るあらゆる過程に、自らの意思で主体的に関わることをいい
ます。「参画」は、「参加」より行政活動への関与の度合いが強く、原
則として責任のある役割を担う意味を持ちます。 

（５）協働 
協働とは、市民と市が、互いの活動や特性などを尊重し、共通の目
的の達成に向けてそれぞれの役割や責務などを果たしながら、対等な
立場で協力し合うことをいいます。 

（６）コミュニティ 
コミュニティとは、地域性や共通の活動目的などにより、信頼関係
のもとに自主的につくられた組織のうち、その活動が公共の福祉につ
ながるものをいいます。 
コミュニティには、自治会などの地縁的な住民組織である「地域コミ
ュニティ」と、ＮＰＯ活動法人などの特定のテーマで活動する市民組織
である「テーマコミュニティ」があります。本条例では、両者をまとめ
て「コミュニティ」として表しています。公益性を有する活動とは、営
利を主たる目的とせず、不特定かつ多数の市民の利益の増進につながる
活動をいいます。したがって、コミュニティには、宗教活動、政治活動
及び暴力的不法行為などを行う組織は含まれません。 

 

（２）執行機関 
執行機関とは、「市長」及び地方自治法第１８０条の５第１項及び
同条第３項(※2)の規定により設置が義務づけられている「委員会」及
び「委員」をいいます。 

（３）市 
市とは、市民の負託に基づき、団体自治を担う「議会」と「執行機
関」をいいます。通常、「市」という場合には、行政区分としての「鳥
取市」そのものを指す場合や執行機関のみを指す場合があります。本
条例では、用語の定義を明確にするため、「議会」と「執行機関」を
合わせた「地方公共団体」を「市」とし、行政区分としての「鳥取市」
を「本市」としています。 

（４）参画 
参画とは、市民が市政に参加するだけでなく、市の政策の形成から
評価に至るあらゆる過程に、自らの意思で主体的に関わることをいい
ます。「参画」は、「参加」より行政活動への関与の度合いが強く、原
則として責任のある役割を担う意味を持ちます。 

（５）協働 
協働とは、市民と市が、互いの活動や特性などを尊重し、共通の目
的の達成に向けてそれぞれの役割や責務などを果たしながら、対等な
立場で協力し合うことをいいます。 

（６）コミュニティ 
コミュニティとは、地域性や共通の活動目的などにより、信頼関係
のもとに自主的につくられた組織のうち、その活動が公共の福祉につ
ながるものをいいます。 
コミュニティには、自治会などの地縁的な住民組織である「地域コミ
ュニティ」と、ＮＰＯ活動法人などの特定のテーマで活動する市民組織
である「テーマコミュニティ」があります。本条例では、両者をまとめ
て「コミュニティ」として表しています。公益性を有する活動とは、営
利を主たる目的とせず、不特定かつ多数の市民の利益の増進につながる
活動をいいます。したがって、コミュニティには、宗教活動、政治活動
及び暴力的不法行為などを行う組織は含まれません。 
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【参考】 
（※１）地方自治法では、住民の意義が規定されています。 

地方自治法第１０条（住民の意義及び権利義務） 
  市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括す
る都道府県の住民とする。 
２ （省略） 

 
（※２）地方自治法では、市町村に置かなければならない委員会・委員が規
定されています。 

地方自治法第１８０条の５（委員会及び委員の設置・委員の兼業禁止
等） 

  執行機関として法律の定めるところにより普通地方公共団体に置か
なければならない委員会及び委員は、次のとおりである。 
（１）教育委員会 
（２）選挙管理委員会 
（３）人事委員会又は人事委員会を置かない地方公共団体にあっては

公平委員会 
（４）監査委員 
２ （省略） 
３ 第一項に掲げるものの外、執行機関として法律の定めるところに
より市町村に置かなければならない委員会は、次の通りである。 
（１）農業委員会 
（２）固定資産評価審査委員会 
４～８ （省略） 

 
（条例の位置づけ） 

第３条 この条例は、本市の自治の基本となる規範であり、市は、他
の条例等の制定、改廃及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊
重します。 

２ 市民及び市は、この条例に定められた権利、役割及び責務を最大
限に尊重します。 

【解説】 

【参考】 
（※１）地方自治法では、住民の意義が規定されています。 

地方自治法第１０条（住民の意義及び権利義務） 
  市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括す
る都道府県の住民とする。 
２ （省略） 

 
（※２）地方自治法では、市町村に置かなければならない委員会・委員が規
定されています。 

地方自治法第１８０条の５（委員会及び委員の設置・委員の兼業禁止
等） 

  執行機関として法律の定めるところにより普通地方公共団体に置か
なければならない委員会及び委員は、次のとおりである。 
（１）教育委員会 
（２）選挙管理委員会 
（３）人事委員会又は人事委員会を置かない地方公共団体にあっては

公平委員会 
（４）監査委員 
２ （省略） 
３ 第一項に掲げるものの外、執行機関として法律の定めるところに
より市町村に置かなければならない委員会は、次の通りである。 
（１）農業委員会 
（２）固定資産評価審査委員会 
４～８ （省略） 

 
（条例の位置づけ） 

第３条 この条例は、本市の自治の基本となる規範であり、市は、他
の条例等の制定、改廃及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊
重します。 

２ 市民及び市は、この条例に定められた権利、役割及び責務を最大
限に尊重します。 

【解説】 
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この条では、本条例の性格や取扱いについて規定しています。 
第１項では、本条例を本市の自治の基本となる規範(※1)として位置づ

け、市は本条例の趣旨を尊重しながら、他の条例などの制定、改廃及び運
用を行うこととしています。 
第２項では、市民と市は、本条例をまちづくりの基本ルールとして共通

認識し、定められたそれぞれの役割や責務などを果たしながらまちづくり
を行うことを明確にしています。 
 
【参考】 
（※１）規範とは、行動や判断をする上での基準のことをいいます。 
 

第２章 自治の基本理念 

第４条 市民及び市が自治の主体であることを基本とします。 
２ 市民及び市は、たゆみない努力により、自治を維持します。 
【解説】 
この条では、本市の自治における基本的な考え方について規定していま

す。 
地方分権時代に、本市において真の地方自治を実現するためには、市民

の意思に基づく自治運営の仕組みを確立し、自治の担い手である市民と市
が、本条例に定めるそれぞれの役割や責務を果たしていくことが重要で
す。 
このため、本市の自治の主体は市民と市であることを基本とし、両者が

常に努力しあって自治を行うことを基本理念としています。 
 

第３章 自治の基本原則 

（参画及び協働の原則） 
第５条 市民及び市は、自治の基本理念に基づき、相互理解と信頼関
係のもとに、参画と協働のまちづくりを推進します。 

２ 市は、市民の自主的なまちづくり活動を促進するとともに、市政
に関し、参画及び協働の機会を保障します。 

この条では、本条例の性格や取扱いについて規定しています。 
第１項では、本条例を本市の自治の基本となる規範(※1)として位置づ

け、市は本条例の趣旨を尊重しながら、他の条例などの制定、改廃及び運
用を行うこととしています。 
第２項では、市民と市は、本条例をまちづくりの基本ルールとして共通

認識し、定められたそれぞれの役割や責務などを果たしながらまちづくり
を行うことを明確にしています。 
 
【参考】 
（※１）規範とは、行動や判断をする上での基準のことをいいます。 
 

第２章 自治の基本理念 

第４条 市民及び市が自治の主体であることを基本とします。 
２ 市民及び市は、たゆみない努力により、自治を維持します。 
【解説】 
この条では、本市の自治における基本的な考え方について規定していま

す。 
地方分権時代に、本市において真の地方自治を実現するためには、市民

の意思に基づく自治運営の仕組みを確立し、自治の担い手である市民と市
が、本条例に定めるそれぞれの役割や責務を果たしていくことが重要で
す。 
このため、本市の自治の主体は市民と市であることを基本とし、両者が

常に努力しあって自治を行うことを基本理念としています。 
 

第３章 自治の基本原則 

（参画及び協働の原則） 
第５条 市民及び市は、自治の基本理念に基づき、相互理解と信頼関
係のもとに、参画と協働のまちづくりを推進します。 

２ 市は、市民の自主的なまちづくり活動を促進するとともに、市政
に関し、参画及び協働の機会を保障します。 
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３ 市は、市民が参画及び協働しないことによって、不利益を受ける
ことがないように配慮します。 
【解説】 
 この条では、本市における参画と協働のまちづくりについての基本的な
考え方や進め方を規定しています。また、この条は、本条例に定める参画・
協働に関する制度などの総則的な役割を果たすものです。 
第１項では、市民と市は、参画・協働が市民の意思に基づく自治の基盤

であることを認識しながら、互いの特性や役割などを理解し、信頼関係の
もとに参画と協働のまちづくりを進めることとしています。 
第２項では、市は、市民の自主的なまちづくり活動の促進と市民が市政

に参画・協働できる機会を確保することとしています。 
第３項では、参画・協働は、市民の自発的な意思に基づいて行われるこ

とが前提であるため、市は、参画・協働しないことを理由に市民が不利益
を被らないように、また、市民に参画・協働を強いることのないよう配慮
することとしています。 
 
【参考】 
本市では、「鳥取市市民参画と市民活動の推進に関する条例」（通称「市民

参画条例」。平成１５年３月制定）に基づき、市民参画及び市民活動の推進を
図っています。具体的には、市民活動のための情報発信や団体間の交流を行
うことなどを目的として、市民活動拠点「アクティブとっとり」を設置した
り、ボランティア団体、ＮＰＯ、その他市民活動団体への支援を行うなど、
市民活動の一層の促進を図っています。 
なお、「アクティブとっとり」登録団体数は、「市民参画条例」が施行され

た平成１５年度は７４団体でしたが、平成２０年度には１４０団体に増加し、
平成２４年度には１６４団体に増加しました。 
※平成２６年１月現在１７６団体 

 
（情報共有の原則） 

第６条 市民及び市は、それぞれが保有する参画と協働のまちづくり
に関する情報を積極的に共有します。 

【解説】 

３ 市は、市民が参画及び協働しないことによって、不利益を受ける
ことがないように配慮します。 
【解説】 
 この条では、本市における参画と協働のまちづくりについての基本的な
考え方や進め方を規定しています。また、この条は、本条例に定める参画・
協働に関する制度などの総則的な役割を果たすものです。 
第１項では、市民と市は、参画・協働が市民の意思に基づく自治の基盤

であることを認識しながら、互いの特性や役割などを理解し、信頼関係の
もとに参画と協働のまちづくりを進めることとしています。 
第２項では、市は、市民の自主的なまちづくり活動の促進と市民が市政

に参画・協働できる機会を確保することとしています。 
第３項では、参画・協働は、市民の自発的な意思に基づいて行われるこ

とが前提であるため、市は、参画・協働しないことを理由に市民が不利益
を被らないように、また、市民に参画・協働を強いることのないよう配慮
することとしています。 
 
【参考】 
本市では、「鳥取市市民参画と市民活動の推進に関する条例」（通称「市民

参画条例」。平成１５年３月制定）に基づき、市民参画及び市民活動の推進を
図っています。具体的には、市民活動のための情報発信や団体間の交流を行
うことなどを目的として、市民活動拠点「アクティブとっとり」を設置した
り、ボランティア団体、ＮＰＯ、その他市民活動団体への支援を行うなど、
市民活動の一層の促進を図っています。 
なお、「アクティブとっとり」登録団体数は、「市民参画条例」が施行され

た平成１５年度は７４団体でしたが、平成２０年度には１４０団体に増加し
ました。 
 
 
（情報共有の原則） 

第６条 市民及び市は、それぞれが保有する参画と協働のまちづくり
に関する情報を積極的に共有します。 

【解説】 
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この条では、市民と市がまちづくりに関する情報を共有することを規定
しています。 
情報の共有は、参画と協働のまちづくりを行うための前提となるもので

す。 
市民相互、あるいは市民と市の互いが一方通行の情報発信ではなく、双

方向の関係を築くことが重要です。市民と市は、それぞれが保有する情報
を共通の財産として認識し、互いに積極的に提供、共有することとしてい
ます。 
ただし、市民又は市が提供する情報は、参画と協働のまちづくりに関す

るものに限定しており、個人のプライバシーに関わるものについては、互
いに慎重な取扱いが求められます。 
 

第４章 自治を担う主体の責務等 

第１節 市民 

（市民の権利） 
第７条 市民は、人として尊重され、自由と平等の立場で、次に掲げ
る権利を有します。 

（１）まちづくりに参画し、協働すること。 
（２）市が保有する情報を知ること。 
（３）行政サービスを受けること。 
【解説】 
この条では、本市の自治において、市民に保障されるべき権利を規定し

ています。 
市民の自主的なまちづくり活動や市政への参画や市との協働は、本市の

自治の土台となる重要なものです。市民が参画・協働するためには、市が
保有する市政に関する情報を知ることが前提となります。 
このことから、第１号及び第２号では、市民は、市政に関する情報を知

り、まちづくりに関して意見を表明し、提案するとともに、自らの創意工
夫による実践活動を行う権利を有することを明確にしています。 
第３号では、行政サービスの提供は、自治の根幹となるものであり、市

この条では、市民と市がまちづくりに関する情報を共有することを規定
しています。 
情報の共有は、参画と協働のまちづくりを行うための前提となるもので

す。 
市民相互、あるいは市民と市の互いが一方通行の情報発信ではなく、双

方向の関係を築くことが重要です。市民と市は、それぞれが保有する情報
を共通の財産として認識し、互いに積極的に提供、共有することとしてい
ます。 
ただし、市民又は市が提供する情報は、参画と協働のまちづくりに関す

るものに限定しており、個人のプライバシーに関わるものについては、互
いに慎重な取扱いが求められます。 
 

第４章 自治を担う主体の責務等 

第１節 市民 

（市民の権利） 
第７条 市民は、人として尊重され、自由と平等の立場で、次に掲げ
る権利を有します。 

（１）まちづくりに参画し、協働すること。 
（２）市が保有する情報を知ること。 
（３）行政サービスを受けること。 
【解説】 
この条では、本市の自治において、市民に保障されるべき権利を規定し

ています。 
市民の自主的なまちづくり活動や市政への参画や市との協働は、本市の

自治の土台となる重要なものです。市民が参画・協働するためには、市が
保有する市政に関する情報を知ることが前提となります。 
このことから、第１号及び第２号では、市民は、市政に関する情報を知

り、まちづくりに関して意見を表明し、提案するとともに、自らの創意工
夫による実践活動を行う権利を有することを明確にしています。 
第３号では、行政サービスの提供は、自治の根幹となるものであり、市
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民は等しく行政サービスの提供を受ける権利を有する(※1)ことを明確に
しています。ただし、行政サービスについては、それぞれの法令などで受
けることのできる対象者が定められている場合があり、すべての市民がす
べての行政サービスを無条件に等しく受けることができるという意味で
はありません。 
 
【参考】 
（※１）地方自治法では、住民は、行政サービスを受ける権利を有すること

が規定されています。 
地方自治法第１０条（住民の意義及び権利義務） 

 （省略） 
２ 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団
体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する
義務を負う。 

 
（市民の責務） 
第８条 市民は、自らも自治の主体であることを自覚し、次に掲げる
責務を負います。 

（１）まちづくりに参画し、協働するに当たり、自らの発言及び行動
に責任を持つよう努めること。 

（２）行政サービスに伴う負担を分任すること。 
【解説】 
この条では、市民は、第７条に定める権利が保障されると同時に、自治

における責務(※1)を有することについて規定しています。この規定内容
は、第７条の市民の権利に対応させたものであり、権利に伴う義務につい
て規定(※2)するものです。 
第１号では、市民がまちづくりに参画・協働するに当たっては、自らも

自治の主体であることを自覚し、責任ある発言と行動を行うこととしてい
ます。 
第２号では、第７条第３号の行政サービスを受ける権利に対し、行政サ

ービスに伴う負担を分任することとしており、地方自治法第１０条で規定
している住民の義務を含め(※3)、包括的に規定しています。この「負担」

民は等しく行政サービスの提供を受ける権利を有する(※1)ことを明確に
しています。ただし、行政サービスについては、それぞれの法令などで受
けることのできる対象者が定められている場合があり、すべての市民がす
べての行政サービスを無条件に等しく受けることができるという意味で
はありません。 
 
【参考】 
（※１）地方自治法では、住民は、行政サービスを受ける権利を有すること

が規定されています。 
地方自治法第１０条（住民の意義及び権利義務） 

 （省略） 
２ 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団
体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する
義務を負う。 

 
（市民の責務） 
第８条 市民は、自らも自治の主体であることを自覚し、次に掲げる
責務を負います。 

（１）まちづくりに参画し、協働するに当たり、自らの発言及び行動
に責任を持つよう努めること。 

（２）行政サービスに伴う負担を分任すること。 
【解説】 
この条では、市民は、第７条に定める権利が保障されると同時に、自治

における責務(※1)を有することについて規定しています。この規定内容
は、第７条の市民の権利に対応させたものであり、権利に伴う義務につい
て規定(※2)するものです。 
第１号では、市民がまちづくりに参画・協働するに当たっては、自らも

自治の主体であることを自覚し、責任ある発言と行動を行うこととしてい
ます。 
第２号では、第７条第３号の行政サービスを受ける権利に対し、行政サ

ービスに伴う負担を分任することとしており、地方自治法第１０条で規定
している住民の義務を含め(※3)、包括的に規定しています。この「負担」
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は、納税や受益者負担（分担金、使用料、手数料など）などの経済的な負
担に限定せず、美化・清掃作業や防犯パトロール、除雪活動など、市民が
主体的に取り組む様々な地域活動も「負担」として幅広く捉えており、こ
れらを市民全体で分かち合うこととしています。 
 
【参考】 
（※１）「責務」とは、一般的には「責任を伴う義務」として「義務」を包括

する広い概念で使われます。法律においても、努力義務的な規定をす
る場合に多く用いられます。一方、義務は、人として当然しなければ
ならないこと、従わなければならないことを意味し、強制力や拘束力
を伴うもので、違反した場合には罰則、制裁が科せられる場合があり
ます。この条の内容は、市民の主体的な意思によって保持されるもの
であり、「義務」では市民の主体性を阻害する恐れもあることから「責
務」としています。 

 
（※２）日本国憲法では、市民（国民）に保障されている権利について、そ

の保持に関する義務が規定されています。 
日本国憲法第１２条 
  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によ
って、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用して
はならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任
を負ふ。 

 
（※３）地方自治法では、住民の権利義務が規定されています。 

地方自治法第１０条（住民の意義及び権利義務） 
   （省略） 

２ 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団
体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する
義務を負う。 

 
 
 

は、納税や受益者負担（分担金、使用料、手数料など）などの経済的な負
担に限定せず、美化・清掃作業や防犯パトロール、除雪活動など、市民が
主体的に取り組む様々な地域活動も「負担」として幅広く捉えており、こ
れらを市民全体で分かち合うこととしています。 
 
【参考】 
（※１）「責務」とは、一般的には「責任を伴う義務」として「義務」を包括

する広い概念で使われます。法律においても、努力義務的な規定をす
る場合に多く用いられます。一方、義務は、人として当然しなければ
ならないこと、従わなければならないことを意味し、強制力や拘束力
を伴うもので、違反した場合には罰則、制裁が科せられる場合があり
ます。この条の内容は、市民の主体的な意思によって保持されるもの
であり、「義務」では市民の主体性を阻害する恐れもあることから「責
務」としています。 

 
（※２）日本国憲法では、市民（国民）に保障されている権利について、そ

の保持に関する義務が規定されています。 
日本国憲法第１２条 
  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によ
って、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用して
はならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任
を負ふ。 

 
（※３）地方自治法では、住民の権利義務が規定されています。 

地方自治法第１０条（住民の意義及び権利義務） 
   （省略） 

２ 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団
体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する
義務を負う。 
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第２節 議会 

（議会の役割及び責務） 
第９条 議会は、市の重要事項の意思決定、市政の監視、政策の立案
及び市政への提言を行います。 

２ 議会は、市民の意向が市政に反映されるよう、十分な審議を行う
とともに、政策形成機能の充実のため、積極的に調査研究に努めま
す。 

３ 議会は、市民に対し、議会活動に関する情報を提供し、透明性が
高く、開かれた運営に努めます。 

【解説】 
この条では、市民を代表する議事機関(※1)としての議会の自治に果たす

役割や責務について規定しています。 
地方分権の進展により、本市には、自己責任・自己決定による自立した

市政運営が求められる中、市民を代表し、市民の意向を適切に反映した市
政の意思決定を行う議会の役割はますます重要なものとなっています。 
第１項では、議会の役割として、市の重要事項の意思決定、市政の監視、

政策の立案及び市政への提言を行うこととしています。 
第２項では、市民の負託を受けた議員で構成する議会として、市政に市

民の意向を反映するため、十分な審議と政策形成機能の充実を図るための
調査研究に、積極的に努めることとしています。 
第３項では、議会は、議会運営の透明性を高めるため、議会活動に関す

る情報を負託されている市民に提供することとしています。 
 
【参考】 
（※１）日本国憲法では、議会の議事機関としての位置づけが規定されてい
ます。 

日本国憲法第第９３条 
  地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関とし
て議会を設置する。 

   ２ （省略） 

 

第２節 議会 

（議会の役割及び責務） 
第９条 議会は、市の重要事項の意思決定、市政の監視、政策の立案
及び市政への提言を行います。 

２ 議会は、市民の意向が市政に反映されるよう、十分な審議を行う
とともに、政策形成機能の充実のため、積極的に調査研究に努めま
す。 

３ 議会は、市民に対し、議会活動に関する情報を提供し、透明性が
高く、開かれた運営に努めます。 

【解説】 
この条では、市民を代表する議事機関(※1)としての議会の自治に果たす

役割や責務について規定しています。 
地方分権の進展により、本市には、自己責任・自己決定による自立した

市政運営が求められる中、市民を代表し、市民の意向を適切に反映した市
政の意思決定を行う議会の役割はますます重要なものとなっています。 
第１項では、議会の役割として、市の重要事項の意思決定、市政の監視、

政策の立案及び市政への提言を行うこととしています。 
第２項では、市民の負託を受けた議員で構成する議会として、市政に市

民の意向を反映するため、十分な審議と政策形成機能の充実を図るための
調査研究に、積極的に努めることとしています。 
第３項では、議会は、議会運営の透明性を高めるため、議会活動に関す

る情報を負託されている市民に提供することとしています。 
 
【参考】 
（※１）日本国憲法では、議会の議事機関としての位置づけが規定されてい
ます。 

日本国憲法第第９３条 
  地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関とし
て議会を設置する。 

   ２ （省略） 
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    日本国憲法第９３条をうけて、地方自治法では、議会の設置が規定
されています。 
   地方自治法第８９条（議会の設置） 
  普通地方公共団体に議会を置く。 

 
（議員の責務） 
第１０条 議員は、市民の負託にこたえ、議会の責務を果たすため、
全市的な視点に立ち、的確な判断を行うことができるよう、自己研
さんに努めます。 

【解説】 
 この条では、第９条に定める議会の役割や責務を果たすための議員の責
務について規定しています。 
 議員は、選挙によって市民の負託(※1)を受けていることを認識し、社会
情勢や本市の様々な地域課題に適切に対応した意思決定ができるよう、常
に自己研さんに努めることとしています。 
 
【参考】 
（※１）「負託」と「信託」は、どちらも任せるという意義ですが、議員は、

選挙によって市民の期待、信頼及び信用を受けて選ばれ、それにこた
える責任を有していることから「負託」としています。 

    また、日本国憲法では、議員は住民の選挙によって選ばれることが
規定されています。 
日本国憲法第第９３条 

 （省略） 
２ 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏
員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 

第３節 市長及び市の職員 

（市長の役割及び責務） 
第１１条 市長は、市民の負託にこたえ、市を代表し、公正かつ誠実

 
    日本国憲法第９３条をうけて、地方自治法では、議会の設置が規定
されています。 
   地方自治法第８９条（議会の設置） 
  普通地方公共団体に議会を置く。 

 
（議員の責務） 
第１０条 議員は、市民の負託にこたえ、議会の責務を果たすため、
全市的な視点に立ち、的確な判断を行うことができるよう、自己研
さんに努めます。 

【解説】 
 この条では、第９条に定める議会の役割や責務を果たすための議員の責
務について規定しています。 
 議員は、選挙によって市民の負託(※1)を受けていることを認識し、社会
情勢や本市の様々な地域課題に適切に対応した意思決定ができるよう、常
に自己研さんに努めることとしています。 
 
【参考】 
（※１）「負託」と「信託」は、どちらも任せるという意義ですが、議員は、

選挙によって市民の期待、信頼及び信用を受けて選ばれ、それにこた
える責任を有していることから「負託」としています。 

    また、日本国憲法では、議員は住民の選挙によって選ばれることが
規定されています。 
日本国憲法第第９３条 

 （省略） 
２ 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏
員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 

第３節 市長及び市の職員 

（市長の役割及び責務） 
第１１条 市長は、市民の負託にこたえ、市を代表し、公正かつ誠実
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な市政の執行に努めます。 
２ 市長は、市の職員（以下「職員」といいます。）を適切に指揮監督
し、効率的な市政運営に努めます。 

３ 市長は、市政の課題に的確に対応できる知識及び能力を持った人
材の育成を図ります。 

４ 市長は、執行機関相互の連携及び調整を図り、総合的な行政サー
ビスの提供に努めます。 
【解説】 
 この条では、市を統轄し、これを代表する市長(※1)として、自治に果た
す役割と責務について規定しています。 
第１項では、市長は、議員と同様に市民の負託(※2)を受けていることを

認識し、公正で誠実な市政の執行を行うこととしています。 
第２項及び第３項では、市長は効率的(※3)な市政運営に努めるととも

に、課題に的確に対応するため、市の職員への適切な指揮監督(※4)と人材
育成を行うこととしています。 
第４項では、市長はいわゆる「縦割り行政」による行政サービスの低下

を招かないよう、リーダーシップを発揮して市長部局や各種行政委員会間
の連携、調整を図る(※5)こととしています。 
 
【参考】 
（※１）地方自治法では、市長の権限について規定されています。 

地方自治法第１４７条（長の統轄代表権） 
  普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを

代表する。 
 
（※２）「負託」と「信託」は、どちらも任せるという意義ですが、市長は、

選挙によって市民の期待、信頼及び信用を受けて選ばれ、それにこた
える責任を有していることから「負託」としています。 

    また、日本国憲法では、市長は住民の選挙によって選ばれることが
規定されています。 
日本国憲法第第９３条 

 （省略） 

な市政の執行に努めます。 
２ 市長は、市の職員（以下「職員」といいます。）を適切に指揮監督
し、効率的な市政運営に努めます。 

３ 市長は、市政の課題に的確に対応できる知識及び能力を持った人
材の育成を図ります。 

４ 市長は、執行機関相互の連携及び調整を図り、総合的な行政サー
ビスの提供に努めます。 
【解説】 
 この条では、市を統轄し、これを代表する市長(※1)として、自治に果た
す役割と責務について規定しています。 
第１項では、市長は、議員と同様に市民の負託(※2)を受けていることを

認識し、公正で誠実な市政の執行を行うこととしています。 
第２項及び第３項では、市長は効率的(※3)な市政運営に努めるととも

に、課題に的確に対応するため、市の職員への適切な指揮監督(※4)と人材
育成を行うこととしています。 
第４項では、市長はいわゆる「縦割り行政」による行政サービスの低下

を招かないよう、リーダーシップを発揮して市長部局や各種行政委員会間
の連携、調整を図る(※5)こととしています。 
 
【参考】 
（※１）地方自治法では、市長の権限について規定されています。 

地方自治法第１４７条（長の統轄代表権） 
  普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを

代表する。 
 
（※２）「負託」と「信託」は、どちらも任せるという意義ですが、市長は、

選挙によって市民の期待、信頼及び信用を受けて選ばれ、それにこた
える責任を有していることから「負託」としています。 

    また、日本国憲法では、市長は住民の選挙によって選ばれることが
規定されています。 
日本国憲法第第９３条 

 （省略） 
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２ 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏
員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 

 
（※３）地方自治法では、市の事務処理について規定されています。 

地方自治法第２条（地方公共団体の法人格とその事務） 
 １～１３（省略） 
１４ 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉
の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を挙げるように
しなければならない。 

 
（※４）地方自治法では、職員の指揮監督に関する市長の権限について規定
されています。 

地方自治法第１５４条（職員の指揮監督） 
  普通地方公共団体の長は、その補助機関である職員を指揮監督する。 

 
（※５）地方自治法では、執行機関の組織について規定されています。 

地方自治法第１３８条の３（執行機関の組織） 
 （省略） 
２ 普通地方公共団体の執行機関は、普通地方公共団体の長の所轄の
下に、執行機関相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能
を発揮するようにしなければならない。 
３ （省略） 

 
（職員の責務） 

第１２条 職員は、市民の負託にこたえ、法令等を遵守し、公正、誠
実かつ能率的な職務の遂行に努めます。 

２ 職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能の向上に努めます。 
３ 職員は、協働の視点に立ち、市民との信頼関係を築くよう努めま
す。 
【解説】 
 この条では、市長の補助機関(※1)としての職員の自治に果たす責務につ
いて規定しています。 

２ 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏
員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 

 
（※３）地方自治法では、市の事務処理について規定されています。 

地方自治法第２条（地方公共団体の法人格とその事務） 
 １～１３（省略） 
１４ 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉
の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を挙げるように
しなければならない。 

 
（※４）地方自治法では、職員の指揮監督に関する市長の権限について規定
されています。 

地方自治法第１５４条（職員の指揮監督） 
  普通地方公共団体の長は、その補助機関である職員を指揮監督する。 

 
（※５）地方自治法では、執行機関の組織について規定されています。 

地方自治法第１３８条の３（執行機関の組織） 
 （省略） 
２ 普通地方公共団体の執行機関は、普通地方公共団体の長の所轄の
下に、執行機関相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能
を発揮するようにしなければならない。 
３ （省略） 

 
（職員の責務） 

第１２条 職員は、市民の負託にこたえ、法令等を遵守し、公正、誠
実かつ能率的な職務の遂行に努めます。 

２ 職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能の向上に努めます。 
３ 職員は、協働の視点に立ち、市民との信頼関係を築くよう努めま
す。 
【解説】 
 この条では、市長の補助機関(※1)としての職員の自治に果たす責務につ
いて規定しています。 
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 この条で規定する内容は、地方行政に携わる職員として当然のことです
が、常に市民の視点に立ち、これらを意識しながら職務に当たることを明
確にするものです。 
第１項では、職員は第１１条の市長の役割を認識した上で、自らの職責

が市民の負託に基づくものであることを自覚し、公共の福祉の向上を図る
ため、法令などを遵守しながら、誠実で能率的な職務の遂行に努めること
としています。 
地方分権の進展により、執行機関が自らの責任のもとに行う職務の範囲

や内容は、これまで以上に複雑多岐にわたるものとなります。第２項では、
このような状況に的確に対応するため、職員は市民とのコミュニケーショ
ン能力や政策能力、法務能力など、全体の奉仕者(※2)として必要な知識や
能力の向上に努めることとしています。 
第３項では、職員一人ひとりが自らも市民であることを認識し、常に協

働の視点を持ちながら職務を遂行し、市民からの信頼を得るよう努めるこ
ととしています。 
 
【参考】 
（※１）地方自治法では、職員は市長の補助機関として位置づけられていま

す。 
地方自治法第１５４条（職員の指揮監督） 

  普通地方公共団体の長は、その補助機関である職員を指揮監督する。 
 
（※２）日本国憲法及び地方公務員法では、公務員の本質や地方公務員の服

務の根本基準などについて規定されています。 
日本国憲法第１５条 

 （省略） 
２ すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 
 
地方公務員法第３０条（服務の根本基準） 

  すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且
つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければなら
ない。 

 この条で規定する内容は、地方行政に携わる職員として当然のことです
が、常に市民の視点に立ち、これらを意識しながら職務に当たることを明
確にするものです。 
第１項では、職員は第１１条の市長の役割を認識した上で、自らの職責

が市民の負託に基づくものであることを自覚し、公共の福祉の向上を図る
ため、法令などを遵守しながら、誠実で能率的な職務の遂行に努めること
としています。 
地方分権の進展により、執行機関が自らの責任のもとに行う職務の範囲

や内容は、これまで以上に複雑多岐にわたるものとなります。第２項では、
このような状況に的確に対応するため、職員は市民とのコミュニケーショ
ン能力や政策能力、法務能力など、全体の奉仕者(※2)として必要な知識や
能力の向上に努めることとしています。 
第３項では、職員一人ひとりが自らも市民であることを認識し、常に協

働の視点を持ちながら職務を遂行し、市民からの信頼を得るよう努めるこ
ととしています。 
 
【参考】 
（※１）地方自治法では、職員は市長の補助機関として位置づけられていま

す。 
地方自治法第１５４条（職員の指揮監督） 

  普通地方公共団体の長は、その補助機関である職員を指揮監督する。 
 
（※２）日本国憲法及び地方公務員法では、公務員の本質や地方公務員の服

務の根本基準などについて規定されています。 
日本国憲法第１５条 

 （省略） 
２ すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 
 
地方公務員法第３０条（服務の根本基準） 

  すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且
つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければなら
ない。 
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第５章 コミュニティ 

第１３条 市民及び市は、コミュニティが自治に重要な役割を果たすこ
とを認識し、コミュニティを守り育てます。 

２ 市民は、コミュニティの活動への積極的な参加に努めます。 
３ コミュニティは、市民及び市と連携し、自らの活動の活性化に向け
て取組を進めます。 

４ 市長は、コミュニティの活動に財政的な支援その他必要な支援を行
うよう努めます。 

５ 市長は、地区公民館をコミュニティの活動の拠点施設と位置づけ、
その充実及び強化に努めます。 

【解説】 
 この条では、コミュニティ(※1)と市民、市との関係について規定してい
ます。 
本市において、地域の特性を活かしたまちづくりを進める上で、コミュ

ニティの役割はますます重要なものとなります。 
このため、第１項では、市民と市は、地域の意思を反映し、まちづくり

を多様に支えることができるコミュニティの役割の重要性を認識し、それ
ぞれの立場で守り育てることとしています。 
第２項では、市民はコミュニティ活動の一層の活発化を図るため、活動

への積極的な参加に努めることとしています。 
 第３項では、コミュニティは市民や市と連携し、自身の活動の活性化に
向けて努力することとしています。 
第４項及び第５項では、市長はコミュニティ活動への様々な支援を行

い、コミュニティの充実、強化を図ることとしています。 
地区公民館は、地域住民の最も身近な公共施設です (※2) 。この地区公

民館を、生涯学習活動の拠点施設(※3)並びにコミュニティ活動の重要な拠
点施設として位置づけ、市民と市が適切な協力関係のもとに支え合う「市
民と市との協働のまちづくり」の実現に向けて、コミュニティの充実、強
化を図ろうとするものです。 
コミュニティは、現在、地区公民館をはじめ、隣保館や町内会集会所、

 

第５章 コミュニティ 

第１３条 市民及び市は、コミュニティが自治に重要な役割を果たすこ
とを認識し、コミュニティを守り育てます。 

２ 市民は、コミュニティの活動への積極的な参加に努めます。 
３ コミュニティは、市民及び市と連携し、自らの活動の活性化に向け
て取組を進めます。 

４ 市長は、コミュニティの活動に財政的な支援その他必要な支援を行
うよう努めます。 

５ 市長は、地区公民館をコミュニティの活動の拠点施設と位置づけ、
その充実及び強化に努めます。 

【解説】 
 この条では、コミュニティ(※1)と市民、市との関係について規定してい
ます。 
本市において、地域の特性を活かしたまちづくりを進める上で、コミュ

ニティの役割はますます重要なものとなります。 
このため、第１項では、市民と市は、地域の意思を反映し、まちづくり

を多様に支えることができるコミュニティの役割の重要性を認識し、それ
ぞれの立場で守り育てることとしています。 
第２項では、市民はコミュニティ活動の一層の活発化を図るため、活動

への積極的な参加に努めることとしています。 
 第３項では、コミュニティは市民や市と連携し、自身の活動の活性化に
向けて努力することとしています。 
第４項及び第５項では、市長はコミュニティ活動への様々な支援を行

い、コミュニティの充実、強化を図ることとしています。 
地区公民館は、地域住民の最も身近な公共施設です (※2) 。この地区公

民館を、生涯学習活動の拠点施設(※3)並びにコミュニティ活動の重要な拠
点施設として位置づけ、市民と市が適切な協力関係のもとに支え合う「市
民と市との協働のまちづくり」の実現に向けて、コミュニティの充実、強
化を図ろうとするものです。 
コミュニティは、現在、地区公民館をはじめ、隣保館や町内会集会所、
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学校の空き教室など、地域にある様々な施設を拠点に活動を行っていま
す。本市は、その中でも、市内全域に整備され、地域住民に様々な活動の
拠点施設として認知されている地区公民館を、重要なコミュニティ活動の
拠点施設として位置づけ、地域住民が主体的に施設を運営し、活発に利用
していただく取組を進めています。 
また、平成２０年度から、本市における地区公民館の管理を行う部署を、

市長部局に設置し、地区公民館の業務の一部を教育委員会から市長部局へ
補助執行(※４)させています。さらに、本市職員からなる「コミュニティ
支援チーム」を市内全域で編成し、地域を支援する体制を整備しました。
 
【参考】 
（※１）コミュニティには、自治会などの地縁的な住民組織である「地域コ

ミュニティ」と、特定のテーマで活動する市民組織の「テーマコミュ
ニティ」があります。本条例では、両者をまとめて「コミュニティ」
として表し、その活動が心豊かな地域社会の創造につながる組織とし
て幅広く捉えています。市民の行政ニーズの多様化や市の組織のスリ
ム化などに伴い、ＮＰＯ法人などの市民活動団体が新たな公共の担い
手として注目されています。 
一方、マンション世帯の増加などを背景とした住民間の連帯意識の
希薄化などにより、町内会の加入率は低下しています。 

 
 ■ＮＰＯ法人認証数の推移（各年度４月１日現在） 
 H18 H19  H20 H21 H22 H23 H24 H25 
鳥取市 48 51 57 70 77 86 93 94 
鳥取県
全体 

107 121 141 174 180 202 223 235 

 
 ■町内会加入率の推移（各年度５月１日現在） 

≪ 全 市 ≫ 
（単位：％） 

年 度 H20 H21 H22 H23 H24 H25 
加入率 71.7 71.0 70.2 69.3 68.9 69.0 

学校の空き教室など、地域にある様々な施設を拠点に活動を行っていま
す。本市は、その中でも、市内全域に整備され、地域住民に様々な活動の
拠点施設として認知されている地区公民館を、重要なコミュニティ活動の
拠点施設として位置づけ、地域住民が主体的に施設を運営し、活発に利用
していただく取組を進めています。 
また、平成２０年度から、本市における地区公民館の管理を行う部署を、

市長部局に設置し、地区公民館の業務の一部を教育委員会から市長部局へ
補助執行(※４)させています。さらに、本市職員からなる「コミュニティ
支援チーム」を市内全域で編成し、地域を支援する体制を整備しました。
 
【参考】 
（※１）コミュニティには、自治会などの地縁的な住民組織である「地域コ

ミュニティ」と、特定のテーマで活動する市民組織の「テーマコミュ
ニティ」があります。本条例では、両者をまとめて「コミュニティ」
として表し、その活動が心豊かな地域社会の創造につながる組織とし
て幅広く捉えています。市民の行政ニーズの多様化や市の組織のスリ
ム化などに伴い、ＮＰＯ法人などの市民活動団体が新たな公共の担い
手として注目されています。 
一方、マンション世帯の増加などを背景とした住民間の連帯意識の
希薄化などにより、町内会の加入率は低下しています。 

 
 ■ＮＰＯ法人認証数の推移（各年度４月１日現在） 

 Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ 
鳥取市 ２３ ３８ ４８ ５１ 
鳥取県全
体 

５８ ７７ １０６ １２１ 

 
 ■町内会加入率の推移（各年度５月１日現在） 
≪ 全 市 ≫ 
（単位：％） 
年 度 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 
加入率 78.7 78.0 77.3 76.4 75.9 74.9 73.9 73.5 
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≪ 地 域 別 ≫ （ H25 ） 

（単位：％） 
地 域 鳥 

取 
国 
府 

福 
部 

河 
原 

用 
瀬 

佐 
治 

気 
高 

鹿 
野 

青 
谷 

加入率 66.1 62.7 83.3 85.9 86.6 96.4 80.3 79.0 87.6 
 
 
（※２）本市には、４４小学校区に６２館の地区公民館（１分館含む）が設

置されており、地域住民を中心に生涯学習活動をはじめ、地域のコミ
ュニティ活動など、様々な目的で利用され、地域に最も身近な公共施
設として親しまれています。 

 
（※３）社会教育法では、公民館の目的や事業などが規定されています。 

社会教育法第２０条（目的） 
  公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即
する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教
養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福
祉の増進に寄与することを目的とする。 

 
社会教育法第２２条（公民館の事業） 
公民館は、第２０条の目的達成のために、おおむね、次の事業を行
う。但し、この法律及び他の法令によつて禁じられたものは、この限
りでない。 

（１）定期講座を開設すること。 
（２）討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。 
（３）図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。 
（４）体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。 
（５）各種の団体、機関等の連絡を図ること。 
（６）その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。 

 
（※４）地方自治法では、補助執行について規定されています。 

 
≪ 地 域 別 ≫ （ H19 ） 

（単位：％） 
地 域 鳥 

取 
国 
府 

福 
部 

河 
原 

用 
瀬 

佐 
治 

気 
高 

鹿 
野 

青 
谷 

加入率 69.8 77.1 90.3 91.3 92.6 98.9 86.6 84.1 91.0 
 
 
（※２）本市には、４４小学校区に６２館の地区公民館（１分館含む）が設

置されており、地域住民を中心に生涯学習活動をはじめ、地域のコミ
ュニティ活動など、様々な目的で利用され、地域に最も身近な公共施
設として親しまれています。 

 
（※３）社会教育法では、公民館の目的や事業などが規定されています。 

社会教育法第２０条（目的） 
  公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即
する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教
養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福
祉の増進に寄与することを目的とする。 

 
社会教育法第２２条（公民館の事業） 
公民館は、第２０条の目的達成のために、おおむね、次の事業を行
う。但し、この法律及び他の法令によつて禁じられたものは、この限
りでない。 

（１）定期講座を開設すること。 
（２）討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。 
（３）図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。 
（４）体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。 
（５）各種の団体、機関等の連絡を図ること。 
（６）その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。 

 
（※４）地方自治法では、補助執行について規定されています。 
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地方自治法第１８０条の７（事務の委任等） 
 普通地方公共団体の委員会又は委員は、その権限に属する事務の一
部を、当該普通地方公共団体の長と協議して、普通地方公共団体の長
の補助機関である職員若しくはその管理に属する支庁若しくは地方事
務所、支所若しくは出張所、第２０２条の４第２項に規定する地域自
治区の事務所、第２５２条の１９第１項に規定する指定都市の区の事
務所若しくはその出張所、保健所その他の行政機関の長に委任し、若
しくは普通地方公共団体の長の補助機関である職員若しくはその管理
に属する行政機関に属する職員をして補助執行させ、又は専門委員に
委託して必要な事項を調査させることができる。ただし、政令で定め
る事務については、この限りではない。 

 

第６章 市政運営 

（市政運営の原則） 
第１４条 市長は、市政運営に当たっては、市民の参画及び協働の機
会の提供に努めるとともに、市民の意思を適切に反映することを基
本とします。 

２ 市長は、市政の透明性を高め、市政運営の方針を明確にし、その
達成の状況について、公表します。 

３ 市長は、総合的かつ計画的な市政運営を行うよう努めます。 
【解説】 
 この条では、本市の持続的な発展と、市民が主役の協働のまちづくりの
一層の推進を目的とした市政運営に関する基本的な考え方について規定
しています。 
 第１項では、市政運営は、市民の参画・協働を基本とし、市民の意思を
市政に反映することとしています。 
第２項では、第１項の市民の参画・協働を進めるため、市政の透明性の

向上を図るとともに、市政の目指すべき方向性とその達成状況を明らかに
し、「市民にわかりやすく、開かれた市政」を一層推進することとしてい
ます。 
第３項では、合併後の鳥取市が均衡ある発展を遂げるよう、総合的(※1)

地方自治法第１８０条の７（事務の委任等） 
 普通地方公共団体の委員会又は委員は、その権限に属する事務の一
部を、当該普通地方公共団体の長と協議して、普通地方公共団体の長
の補助機関である職員若しくはその管理に属する支庁若しくは地方事
務所、支所若しくは出張所、第２０２条の４第２項に規定する地域自
治区の事務所、第２５２条の１９第１項に規定する指定都市の区の事
務所若しくはその出張所、保健所その他の行政機関の長に委任し、若
しくは普通地方公共団体の長の補助機関である職員若しくはその管理
に属する行政機関に属する職員をして補助執行させ、又は専門委員に
委託して必要な事項を調査させることができる。ただし、政令で定め
る事務については、この限りではない。 

 

第６章 市政運営 

（市政運営の原則） 
第１４条 市長は、市政運営に当たっては、市民の参画及び協働の機
会の提供に努めるとともに、市民の意思を適切に反映することを基
本とします。 

２ 市長は、市政の透明性を高め、市政運営の方針を明確にし、その
達成の状況について、公表します。 

３ 市長は、総合的かつ計画的な市政運営を行うよう努めます。 
【解説】 
 この条では、本市の持続的な発展と、市民が主役の協働のまちづくりの
一層の推進を目的とした市政運営に関する基本的な考え方について規定
しています。 
 第１項では、市政運営は、市民の参画・協働を基本とし、市民の意思を
市政に反映することとしています。 
第２項では、第１項の市民の参画・協働を進めるため、市政の透明性の

向上を図るとともに、市政の目指すべき方向性とその達成状況を明らかに
し、「市民にわかりやすく、開かれた市政」を一層推進することとしてい
ます。 
第３項では、合併後の鳥取市が均衡ある発展を遂げるよう、総合的(※1)
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かつ中長期的な展望に立った市政運営を行うこととしています。 
 
【参考】 
（※１）地方自治法では、市の役割について規定されています。 

地方自治法第１条の２（地方公共団体の役割と国の役割等） 
  地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域
における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとす
る。 
２ （省略） 

 
（総合計画） 

第１５条 市長は、総合的かつ計画的な市政運営を図るための計画（以
下「総合計画」といいます。）を策定します。 

２ 市長は、総合計画について、常に検討と見直しを行い、その結果
及び達成状況を公表します。 
【解説】 
 この条では、第１４条第３項の総合的かつ計画的な市政運営に資する総
合計画について規定しています。 
本市では、平成１８年３月に合併後初となる「第８次鳥取市総合計画」

（基本計画期間：平成１８年度～平成２２年度）を市民と市との協働によ
り策定しています。また、平成２３年度には「新市まちづくり計画」や「第
８次鳥取市総合計画」を踏まえ、平成３２年度までの長期展望にたって、
市勢振興の基本的方向を示すとともに、市民活動、産業振興、行政施策を
明らかにした「第９次鳥取市総合計画」を策定しています。この総合計画
は、基本構想(※1)と、これを具現化するための基本計画と実施計画で構成
されています。本市の政策展開の根幹となる総合計画について、本条例の
中に明確に位置づけるものです。 
第１項では、市長は本市の目指すべき姿とその方策などを明らかにする

総合計画を策定し、この計画に基づき市政を展開することとしています。 
第２項では、市長は、総合計画の内容が本市を取り巻く社会状況などを

踏まえたものであるかを常に検討し、必要に応じて見直しを行うととも
に、その結果と計画の達成状況について市民に公表することとしていま

かつ中長期的な展望に立った市政運営を行うこととしています。 
 
【参考】 
（※１）地方自治法では、市の役割について規定されています。 

地方自治法第１条の２（地方公共団体の役割と国の役割等） 
  地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域
における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとす
る。 
２ （省略） 

 
（総合計画） 

第１５条 市長は、総合的かつ計画的な市政運営を図るための計画（以
下「総合計画」といいます。）を策定します。 

２ 市長は、総合計画について、常に検討と見直しを行い、その結果
及び達成状況を公表します。 
【解説】 
 この条では、第１４条第３項の総合的かつ計画的な市政運営に資する総
合計画について規定しています。 
本市では、平成１８年３月に合併後初となる「第８次鳥取市総合計画」

（基本計画期間：平成１８年度～平成２２年度）を市民と市との協働によ
り策定しています。この総合計画は、地方自治法に規定されている基本構
想(※1)と、これを具現化するための基本計画と実施計画で構成されていま
す。本市の政策展開の根幹となる総合計画について、本条例の中に明確に
位置づけるものです。 
第１項では、市長は本市の目指すべき姿とその方策などを明らかにする

総合計画を策定し、この計画に基づき市政を展開することとしています。 
第２項では、市長は、総合計画の内容が本市を取り巻く社会状況などを

踏まえたものであるかを常に検討し、必要に応じて見直しを行うととも
に、その結果と計画の達成状況について市民に公表することとしていま
す。 
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す。 
 
【参考】 
（※１）平成２３年５月２日改正前の地方自治法では、市町村に総合的かつ

計画的な行政運営のための基本構想の策定が義務づけられていまし
た。 
地方自治法第２条（地方公共団体の法人格と事務） 

 １～３ （省略） 
４ 市町村は、その事務を処理するに当たっては、議会の議決を経て
その地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本
構想を定め、これに即して行なうようにしなければならない。 

 
 
（財政運営） 

第１６条 市長は、総合計画に基づいた健全な財政運営を図り、財政
状況を公表しなければなりません。 

２ 市長は、予算編成過程において、市民からの意見を反映させるよ
う努めます。 
【解説】 
 この条では、市の財政運営のあり方について規定しています。 
 本市が将来にわたって持続的に発展していくためには、中長期的な財政
の見通しについて市民と的確に情報を共有した上で、施策の優先度等の合
意形成や適切な役割分担を構築し、強固な財政基盤を確立することが必要
です。このことから、市長には、市民への中長期的な財政状況のわかりや
すい説明をはじめ、適正かつ効率的な予算の編成と執行が求められます。 
第１項では、めざすべき本市の将来像に向け、限られた財源を計画的か

つ効果的に活用していくうえで、国等の政策や本市を取り巻く経済情勢等
の変化を的確に捉え、適宜、中長期的な財政の見通しを見直すなかで、持
続可能な財政基盤を確立するため、第１５条の総合計画に基づく計画的で
健全な財政運営(※1)を進めるとともに、財政状況について、よりわかりや
すくかつ積極的に市民に公表(※2)することとしています。 
具体的には、これまでも行っている予算編成、予算執行状況、決算状況、

 
 
【参考】 
（※１）地方自治法では、市町村に総合的かつ計画的な行政運営のための基

本構想の策定が義務づけられています。 
地方自治法第２条（地方公共団体の法人格と事務） 

 １～３ （省略） 
４ 市町村は、その事務を処理するに当たっては、議会の議決を経て
その地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本
構想を定め、これに即して行なうようにしなければならない。 

 
 
 
（財政運営） 

第１６条 市長は、総合計画に基づいた健全な財政運営を図り、財政
状況を公表しなければなりません。 

２ 市長は、予算編成過程において、市民からの意見を反映させるよ
う努めます。 
【解説】 
 この条では、市の財政運営のあり方について規定しています。 
 本市が将来にわたって持続的に発展していくためには、中長期的な財政
の見通しについて市民と的確に情報を共有した上で、施策の優先度等の合
意形成や適切な役割分担を構築し、強固な財政基盤を確立することが必要
です。このことから、市長には、市民への中長期的な財政状況のわかりや
すい説明をはじめ、適正かつ効率的な予算の編成と執行が求められます。 
第１項では、めざすべき本市の将来像に向け、限られた財源を計画的か

つ効果的に活用していくうえで、国等の政策や本市を取り巻く経済情勢等
の変化を的確に捉え、適宜、中長期的な財政の見通しを見直すなかで、持
続可能な財政基盤を確立するため、第１５条の総合計画に基づく計画的で
健全な財政運営(※1)を進めるとともに、財政状況について、よりわかりや
すくかつ積極的に市民に公表(※2)することとしています。 
具体的には、これまでも行っている予算編成、予算執行状況、決算状況、
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企業会計の貸借対照表や損益計算書に相当するバランスシート、行政コス
ト計算書などの市報やホームページなどによる公表に加え、新たに市民が
適切に本市の財政状況を分析できるよう、中長期的な財政の見通しや新た
な財務諸表を公表するとともに、地域づくり懇談会等を通して説明してい
くことを本条例の中に明確に位置づけるものです。 
第２項では、第 1項の規定に基づき公表する財務情報が、市民に正しく

理解されるよう努めることはもとより、予算編成過程における政策提案・
協働実行型の市民参画を実現するため、市民からの建設的な意見を予算に
反映していくことに努めることを規定しています。 
具体的には、これまでも行っている地区要望などの広聴事業の着実な実

施はもとより、予算の総務部長査定段階の公表をできる限り前倒しすると
ともに、当初予算編成においては、毎年の編成作業前に予算素案に概ね合
致した総合計画の実施計画を公表することにより、最終予算案確定までの
間を３か月程度確保し、提言期間の長期化を図ることしています。 
 
【参考】 
（※１）地方財政法では、市の財政運営の基本について規定されています。 

地方財政法第２条（地方財政運営の基本） 
  地方公共団体は、その財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政
策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼ
すような施策を行つてはならない。 

 
（※２）地方自治法及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律では、市

の財政状況の公表が義務づけられています。 
地方自治法第２４３条の３（財政状況の公表等） 

  普通地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、毎年二回以
上歳入歳出の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高そ
の他財政に関する事項を住民に公表しなければならない。 
２及び３ （省略） 
 
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条（健全化判断比率の

公表等） 

企業会計の貸借対照表や損益計算書に相当するバランスシート、行政コス
ト計算書などの市報やホームページなどによる公表に加え、新たに市民が
適切に本市の財政状況を分析できるよう、中長期的な財政の見通しや新た
な財務諸表を公表するとともに、地域づくり懇談会等を通して説明してい
くことを本条例の中に明確に位置づけるものです。 
第２項では、第 1項の規定に基づき公表する財務情報が、市民に正しく

理解されるよう努めることはもとより、予算編成過程における政策提案・
協働実行型の市民参画を実現するため、市民からの建設的な意見を予算に
反映していくことに努めることを規定しています。 
具体的には、これまでも行っている地区要望などの広聴事業の着実な実

施はもとより、予算の総務部長査定段階の公表をできる限り前倒しすると
ともに、当初予算編成においては、毎年の編成作業前に予算素案に概ね合
致した総合計画の実施計画を公表することにより、最終予算案確定までの
間を３か月程度確保し、提言期間の長期化を図ることしています。 
 
【参考】 
（※１）地方財政法では、市の財政運営の基本について規定されています。 

地方財政法第２条（地方財政運営の基本） 
  地方公共団体は、その財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政
策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼ
すような施策を行つてはならない。 

 
（※２）地方自治法及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律では、市

の財政状況の公表が義務づけられています。 
地方自治法第２４３条の３（財政状況の公表等） 

  普通地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、毎年二回以
上歳入歳出の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高そ
の他財政に関する事項を住民に公表しなければならない。 
２及び３ （省略） 
 
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条（健全化判断比率の

公表等） 
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地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速
やかに、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来
負担比率（以下「健全化判断比率」という。）並びにその算定の基礎と
なる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて
当該健全化判断比率を議会に報告し、かつ、当該健全化判断比率を公
表しなければならない。 
２～７ （省略） 
 
実質赤字比率：当該地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字
額の標準財政規模（地方公共団体の標準的な状態で通常収入される
であろう経常的一般財源の規模を示すもの）に対する比率です。 
福祉、教育、まちづくり等を行う地方公共団体の一般会計等の赤

字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえ
ます。 
 
連結実質赤字比率：公営企業会計を含む当該地方公共団体の全会計を
対象とした実質赤字額又は資金の不足額の標準財政規模に対する比
率です。 
すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての

赤字の程度を指標化し、地方公共団体全体としての財政運営の悪化
の度合いを示す指標ともいえます。 

 
実質公債費比率：当該地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還
金及び準元利償還金の標準財政規模を基本とした額(注1)に対する
比率です。 
借入金(地方債)の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化

し、資金繰りの程度を示す指標ともいえます。 
地方公共団体財政健全化法の実質公債費比率は、起債に協議を要

する団体と許可を要する団体の判定に用いられる地方財政法の実質
公債費比率と同じです。 
(注1) 標準財政規模から元利償還金等に係る基準財政需要額算入額
を控除した額（将来負担比率にいて同じ。）。 

地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速
やかに、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来
負担比率（以下「健全化判断比率」という。）並びにその算定の基礎と
なる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて
当該健全化判断比率を議会に報告し、かつ、当該健全化判断比率を公
表しなければならない。 
２～７ （省略） 
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将来負担比率：地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るも
のも含め、当該地方公共団体の一般会計等が将来負担すべき実質的
な負債の標準財政規模を基本とした額(注1)に対する比率です。 
地方公共団体の一般会計等の借入金(地方債)や将来支払っていく

可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫
する可能性の度合いを示す指標ともいえます。 

 
（組織） 

第１７条 市長は、社会情勢及び地域の課題に柔軟に対応できる機能
的な組織を編成するとともに、常にその見直しに努めます。 

【解説】 
 この条では、内部組織の編成(※1)の基本的な考え方について規定してい
ます。 
市長は限られた経営資源の中で、社会情勢の変化や地域課題の多様化に

柔軟に対応できるよう、機能的で市民にわかりやすい組織づくりと、その
見直しに努めることとしています。 
 
【参考】 
（※１）地方自治法では、内部組織の編成に関する市長の権限について規定

されています。 
地方自治法第１５８条（内部組織の編成） 

  普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、
必要な内部組織を設けることができる。この場合において、当該普通
地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務
については、条例で定める（＊）ものとする。 
２ 普通地方公共団体の長は、前項の内部組織の編成に当たつては、
当該普通地方公共団体の事務及び事業の運営が簡素かつ効率的なも

のとなるよう十分配慮しなければならない。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
（組織） 

第１７条 市長は、社会情勢及び地域の課題に柔軟に対応できる機能
的な組織を編成するとともに、常にその見直しに努めます。 

【解説】 
 この条では、内部組織の編成(※1)の基本的な考え方について規定してい
ます。 
市長は限られた経営資源の中で、社会情勢の変化や地域課題の多様化に

柔軟に対応できるよう、機能的で市民にわかりやすい組織づくりと、その
見直しに努めることとしています。 
 
【参考】 
（※１）地方自治法では、内部組織の編成に関する市長の権限について規定

されています。 
地方自治法第１５８条（内部組織の編成） 

  普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、
必要な内部組織を設けることができる。この場合において、当該普通
地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務
については、条例で定める（＊）ものとする。 
２ 普通地方公共団体の長は、前項の内部組織の編成に当たつては、
当該普通地方公共団体の事務及び事業の運営が簡素かつ効率的なも

のとなるよう十分配慮しなければならない。 
 

＊ 条例で定めたものが、鳥取市事務分掌条例です。 ＊ 条例で定めたものが、鳥取市事務分掌条例です。 
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（情報の公開及び提供） 
第１８条 市は、その保有するまちづくりに関する情報について、積
極的に公開するとともに、わかりやすく提供するよう努めます。 

２ 市は、市民からの情報公開の請求に対し、適切にこれに応じなけ
ればなりません。 

３ 前２項に定めるもののほか、情報公開に関し必要な事項は、別に
定めます。 
【解説】 
この条では、市が保有するまちづくりに関する情報の公開(※1)と提供に

ついて規定しています。 
情報の公開及び提供は、第７条第２号に規定する市民の市が保有する情

報を知る権利を事実上保障するとともに、同条第１号の市民のまちづくり
に参画・協働する権利を行使する上での前提条件となるものです。 
本市では、「鳥取市情報公開条例」（平成１１年３月制定）に基づき、市

民からの行政文書の開示請求に対応していますが、これを本条例の中に明
確に位置づけるものです。 
 第１項では、市は自らが保有するまちづくりに関する情報について、積
極的に公開するだけでなく、市民にわかりやすく提供することとしていま
す。市は、情報公開が参画と協働のまちづくりの推進に重要な制度である
ことの認識に立ち、市民が活用しやすいように情報を提供する必要があり
ます。そのためにも、可能な限り地区を単位としてのまちづくりに必要な情
報の積極的な作成及び公表に努めることとするものです。 
第２項では、市は市民からの情報公開の請求に対して、適切に応じるこ

ととしています。これは、市が保有する情報は市民との共有財産であり、
市には情報の適切な管理と発信を市民から委ねられていることを明確に
するものです。 
第３項では、情報公開に関する手続などについては、「鳥取市情報公開

条例」に定めることとしています。 
 
【参考】 
（※１）行政機関の保有する情報の公開に関する法律（通称「情報公開法」）

では、市の情報公開に関する施策の策定と実施について規定されてい

（情報の公開及び提供） 
第１８条 市は、その保有するまちづくりに関する情報について、積
極的に公開するとともに、わかりやすく提供するよう努めます。 

２ 市は、市民からの情報公開の請求に対し、適切にこれに応じなけ
ればなりません。 

３ 前２項に定めるもののほか、情報公開に関し必要な事項は、別に
定めます。 
【解説】 
この条では、市が保有するまちづくりに関する情報の公開(※1)と提供に

ついて規定しています。 
情報の公開及び提供は、第７条第２号に規定する市民の市が保有する情

報を知る権利を事実上保障するとともに、同条第１号の市民のまちづくり
に参画・協働する権利を行使する上での前提条件となるものです。 
本市では、「鳥取市情報公開条例」（平成１１年３月制定）に基づき、市

民からの行政文書の開示請求に対応していますが、これを本条例の中に明
確に位置づけるものです。 
 第１項では、市は自らが保有するまちづくりに関する情報について、積
極的に公開するだけでなく、市民にわかりやすく提供することとしていま
す。市は、情報公開が参画と協働のまちづくりの推進に重要な制度である
ことの認識に立ち、市民が活用しやすいように情報を提供する必要があり
ます。 
第２項では、市は市民からの情報公開の請求に対して、適切に応じるこ

ととしています。これは、市が保有する情報は市民との共有財産であり、
市には情報の適切な管理と発信を市民から委ねられていることを明確に
するものです。 
第３項では、情報公開に関する手続などについては、「鳥取市情報公開

条例」に定めることとしています。 
 
 
【参考】 
（※１）行政機関の保有する情報の公開に関する法律（通称「情報公開法」）

では、市の情報公開に関する施策の策定と実施について規定されてい
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ます。 
情報公開法第２６条（地方公共団体の情報公開） 

  地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の
公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなけれ
ばならない。 

 
（個人情報の保護） 

第１９条 市は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、
その保有する個人情報を適正に保護しなければなりません。 

２ 前項に定めるもののほか、個人情報の保護に関し必要な事項は、
別に定めます。 
【解説】 
 この条では、市が保有する個人情報の保護について規定しています。 
 情報の公開、提供は、参画と協働のまちづくりの推進に欠かせないもの
ですが、個人の権利と利益に関する情報が厳重に保護されていることが前
提となります。 
本市では、「鳥取市個人情報保護条例」（平成１４年９月制定）に基づき、

市が保有する市民の個人情報についての取扱いを行っていますが、これを
本条例の中に明確に位置づけるものです。 
第１項では、市は、市民の個人の権利や利益が侵害されることのないよ

う、自らが保有する個人情報を適正に保護(※1)することとしています。こ
れは、第７条第２号の市民の市が保有する情報を知る権利と相反するよう
ですが、適正な個人情報の保護が前提になければ、結局、情報の共有、公
開や提供も進まないという観点から定めています。 
第２項では、個人情報の保護に関する基本的な事項などについては、「鳥

取市個人情報保護条例」に定めることとしています。 
なお、「鳥取市個人情報保護条例」では市が保有する個人情報の利用及び提

供について、本人の同意を得ている場合や、「鳥取市情報公開・個人情報保護
審査会」の意見を聞いた上で特に必要と認めたときなどは、参画と協働のま
ちづくりを積極的に推進し、公益活動等を行う民間の奉仕者（民生児童委
員等）の円滑な活動の推進を図るという観点から、必要最小限の個人情報
の提供、共有も可能な場合がある(※2)としています。 

ます。 
情報公開法第２６条（地方公共団体の情報公開） 

  地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の
公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなけれ
ばならない。 

 
（個人情報の保護） 

第１９条 市は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、
その保有する個人情報を適正に保護しなければなりません。 

２ 前項に定めるもののほか、個人情報の保護に関し必要な事項は、
別に定めます。 
【解説】 
 この条では、市が保有する個人情報の保護について規定しています。 
 情報の公開、提供は、参画と協働のまちづくりの推進に欠かせないもの
ですが、個人の権利と利益に関する情報が厳重に保護されていることが前
提となります。 
本市では、「鳥取市個人情報保護条例」（平成１４年９月制定）に基づき、

市が保有する市民の個人情報についての取扱いを行っていますが、これを
本条例の中に明確に位置づけるものです。 
第１項では、市は、市民の個人の権利や利益が侵害されることのないよ

う、自らが保有する個人情報を適正に保護(※1)することとしています。こ
れは、第７条第２号の市民の市が保有する情報を知る権利と相反するよう
ですが、適正な個人情報の保護が前提になければ、結局、情報の共有、公
開や提供も進まないという観点から定めています。 
第２項では、個人情報の保護に関する基本的な事項などについては、「鳥

取市個人情報保護条例」に定めることとしています。 
なお、「鳥取市個人情報保護条例」では市が保有する個人情報の利用及び提

供について、本人の同意を得ている場合や、「鳥取市情報公開・個人情報保護
審査会」の意見を聞いた上で特に必要と認めたときなどは、参画と協働のま
ちづくりを積極的に推進し、公益活動等を行う民間の奉仕者（民生児童委
員等）の円滑な活動の推進を図るという観点から、必要最小限の個人情報
の提供、共有も可能な場合がある(※2)としています。 
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【参考】 
（※１）個人情報の保護に関する法律（通称「個人情報保護法」）では、市の

個人情報の適正な取扱について規定されています。 
個人情報保護法第１１条（地方公共団体等が保有する個人情報の保護） 

   地方公共団体は、その保有する個人情報の性質、当該個人情報を保
有する目的等を勘案し、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保
されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。 

 
（※２）鳥取市個人情報保護条例では、利用目的以外の目的のために市が保

有する個人情報を自ら利用し、又は提供することができる場合につい
て規定されています。 
鳥取市個人情報保護条例第８条（保有個人情報の利用及び提供の制限） 
（省略） 
２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該
当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報
を自ら利用し、又は提供することができる。 
（１）法令等に定めがあるとき。 
（２）本人の同意を得ているとき。 
（３）報道、出版等により公にされたものを利用し、又は提供すると

き。 
（４）個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを

得ないと認められるとき。 
（５）同一実施機関内で利用する場合又は国等若しくは他の実施機関
に提供する場合であって、利用するもの又は提供を受けるものの
所掌する事務の遂行に必要な限度で利用し、かつ、当該保有個人
情報を利用することに相当の理由があると認められるとき。 

（６）専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提
供するとき、又は本人以外の者に提供することが明らかに本人の
利益になると認められるとき。 

（７）前各号に定めるもののほか、実施機関が、審査会の意見を聴い
た上で、特に必要があると認めるとき。 

 
【参考】 
（※１）個人情報の保護に関する法律（通称「個人情報保護法」）では、市の

個人情報の適正な取扱について規定されています。 
個人情報保護法第１１条（地方公共団体等が保有する個人情報の保護） 

   地方公共団体は、その保有する個人情報の性質、当該個人情報を保
有する目的等を勘案し、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保
されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。 

 
（※２）鳥取市個人情報保護条例では、利用目的以外の目的のために市が保

有する個人情報を自ら利用し、又は提供することができる場合につい
て規定されています。 
鳥取市個人情報保護条例第８条（保有個人情報の利用及び提供の制限） 
（省略） 
２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該
当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報
を自ら利用し、又は提供することができる。 
（１）法令等に定めがあるとき。 
（２）本人の同意を得ているとき。 
（３）報道、出版等により公にされたものを利用し、又は提供すると

き。 
（４）個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを

得ないと認められるとき。 
（５）同一実施機関内で利用する場合又は国等若しくは他の実施機関
に提供する場合であって、利用するもの又は提供を受けるものの
所掌する事務の遂行に必要な限度で利用し、かつ、当該保有個人
情報を利用することに相当の理由があると認められるとき。 

（６）専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提
供するとき、又は本人以外の者に提供することが明らかに本人の
利益になると認められるとき。 

（７）前各号に定めるもののほか、実施機関が、審査会の意見を聴い
た上で、特に必要があると認めるとき。 
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（行政手続） 

第２０条 市は、行政手続における公正の確保及び透明性の向上を図
り、市民の権利及び利益の保護に努めます。 

２ 市は、法令等に基づく不利益処分の基準及び申請に対する審査基
準を定め、公表しなければなりません。 

３ 前２項に定めるもののほか、行政手続に関し必要な事項は、別に
定めます。 
【解説】 
 この条では、処分、行政指導及び届出に関する手続（行政手続）につい
て規定しています。 
行政手続に関する基準をあらかじめ市民に明らかにすることは、情報公

開制度や個人情報保護制度と同様、市政の透明性を確保する上で大切なこ
とです。 
本市は、「行政手続法」及び「鳥取市行政手続条例」（平成７年１２月制

定）に基づき、行政手続に関する取扱いを行っていますが、これを本条例
の中に明確に位置づけるものです。 
第１項では、市は、市政運営における処分や行政指導、届出に関する手

続について、公正の確保と透明性の向上を図り(※1)、市民の権利や利益の
保護に努めることを基本的な考え方としています。 
第２項では、市は、第１項の基本的な考え方を実行するため、法令など

に基づく義務の賦課、権利の制限など不利益となる処分の基準、許認可な
どの申請に対する審査の基準を定め、市民に公表(※２)することとしてい
ます。「行政手続法」及び「鳥取市行政手続条例」の規定中「行政庁」と
は、処分権限を有する者又はその権限に属する事務を委任された者をいい
ます。そのため、広い意味でこの基準を定め、公表する機関には、執行機
関のみでなく、議会も含まれます。 
第３項では、第１項及び第２項に定める事項のほか、具体的な事項につ

いては「鳥取市行政手続条例」に定めることとしています。 
 
【参考】 
（※１）行政手続法では、市の行政運営における公正の確保と透明性の向上

 
（行政手続） 

第２０条 市は、行政手続における公正の確保及び透明性の向上を図
り、市民の権利及び利益の保護に努めます。 

２ 市は、法令等に基づく不利益処分の基準及び申請に対する審査基
準を定め、公表しなければなりません。 

３ 前２項に定めるもののほか、行政手続に関し必要な事項は、別に
定めます。 
【解説】 
 この条では、処分、行政指導及び届出に関する手続（行政手続）につい
て規定しています。 
行政手続に関する基準をあらかじめ市民に明らかにすることは、情報公

開制度や個人情報保護制度と同様、市政の透明性を確保する上で大切なこ
とです。 
本市は、「行政手続法」及び「鳥取市行政手続条例」（平成７年１２月制

定）に基づき、行政手続に関する取扱いを行っていますが、これを本条例
の中に明確に位置づけるものです。 
第１項では、市は、市政運営における処分や行政指導、届出に関する手

続について、公正の確保と透明性の向上を図り(※1)、市民の権利や利益の
保護に努めることを基本的な考え方としています。 
第２項では、市は、第１項の基本的な考え方を実行するため、法令など

に基づく義務の賦課、権利の制限など不利益となる処分の基準、許認可な
どの申請に対する審査の基準を定め、市民に公表(※２)することとしてい
ます。「行政手続法」及び「鳥取市行政手続条例」の規定中「行政庁」と
は、処分権限を有する者又はその権限に属する事務を委任された者をいい
ます。そのため、広い意味でこの基準を定め、公表する機関には、執行機
関のみでなく、議会も含まれます。 
第３項では、第１項及び第２項に定める事項のほか、具体的な事項につ

いては「鳥取市行政手続条例」に定めることとしています。 
 
【参考】 
（※１）行政手続法では、市の行政運営における公正の確保と透明性の向上
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について規定されています。 
行政手続法第４６条（地方公共団体の措置） 
 地方公共団体は、第３条第３項において第２章から前章までの規定
を適用しないこととされた処分、行政指導及び届出並びに命令等を定
める行為に関する手続について、この法律の規定の趣旨にのっとり、
行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を
講ずるよう努めなければならない。 

 
（※２）鳥取市行政手続条例では、申請に対する審査基準及び不利益処分の

基準の策定と公表について規定されています。 
鳥取市行政手続条例第５条（審査基準） 

  行政庁は、申請により求められた許認可等をするかどうかをその条
例等の定めに従って判断するために必要とされる基準（以下「審査基
準」という。）を定めるものとする。 
２ 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、当該許認可等の性質
に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。 
３ 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、条例等により当
該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の
適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。 
 
鳥取市行政手続条例第１２条（処分の基準） 
  行政庁は、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分と
するかについてその条例等の定めに従って判断するために必要とされ
る基準（次項において「処分基準」という。）を定め、かつ、これを公
にしておくよう努めなければならない。 
２ 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、当該不利益処分の性
質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。 

 
（行政評価） 
第２１条 執行機関は、総合計画に基づく施策等について、中立かつ
公正な基準のもと、行政評価を行うとともに、必要に応じて外部評
価を取り入れます。 

について規定されています。 
行政手続法第４６条（地方公共団体の措置） 
 地方公共団体は、第３条第３項において第２章から前章までの規定
を適用しないこととされた処分、行政指導及び届出並びに命令等を定
める行為に関する手続について、この法律の規定の趣旨にのっとり、
行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を
講ずるよう努めなければならない。 

 
（※２）鳥取市行政手続条例では、申請に対する審査基準及び不利益処分の

基準の策定と公表について規定されています。 
鳥取市行政手続条例第５条（審査基準） 

  行政庁は、申請により求められた許認可等をするかどうかをその条
例等の定めに従って判断するために必要とされる基準（以下「審査基
準」という。）を定めるものとする。 
２ 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、当該許認可等の性質
に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。 
３ 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、条例等により当
該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の
適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。 
 
鳥取市行政手続条例第１２条（処分の基準） 
  行政庁は、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分と
するかについてその条例等の定めに従って判断するために必要とされ
る基準（次項において「処分基準」という。）を定め、かつ、これを公
にしておくよう努めなければならない。 
２ 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、当該不利益処分の性
質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。 

 
（行政評価） 
第２１条 執行機関は、総合計画に基づく施策等について、中立かつ
公正な基準のもと、行政評価を行うとともに、必要に応じて外部評
価を取り入れます。 



- 31 - 

２ 執行機関は、前項の規定による行政評価の結果を公表します。 
【解説】 
 この条では、総合計画に基づく施策などについて指標などに照らし合わ
せ、その成果や達成度、市民の満足度などを判定し、施策などに反映させ
る行政評価について規定しています。 
 行政評価は、成果重視の目的志向型の市政運営への転換、総合計画に基
づく施策などの着実な推進、限られた財源の有効活用、情報の共有化、市
民への説明責任を果たすなど、市政運営全般に関わる重要な制度です。 
本市では、「鳥取市行政評価要綱」（平成１５年６月策定）に基づき、市

の政策、施策及び事業について行政評価を実施していますが、これを本条
例の中に明確に位置づけるものです。 
第１項では、施策などを正確に評価する場合、中立・公正で客観的な視

点が必要となります。執行機関は、第１５条の総合計画に基づく施策など
について、中立かつ公正な基準で行政評価を行うとともに、市民など外部
からの評価を受けることとしています。 
第２項では、執行機関は、評価の結果を市民に公表し、市政の透明性の

確保と市民の視点による成果重視の市政運営への転換を図るものです。 
 
（附属機関等の委員の選任） 

第２２条 執行機関は、審議会、審査会、調査会等の委員（以下「委
員」といいます。）を選任する場合は、その全部又は一部の委員につ
いて、公募により選任します。ただし、法令等の定めによる場合そ
の他正当な理由がある場合は、この限りではありません。 

【解説】 
 この条では、市の政策決定に大きな役割を果たしている審議会、審査会、
調査会等（以下、「審議会等」といいます。）(※1)などの委員の選任につい
て規定しています。 
本市は、「審議会等の設置・運営等に関する基準」及び「審議会等の委

員の公募実施要領」（共に平成１２年４月策定）に基づき、審議会等の公
募委員の選任を行っていますが、これを本条例の中に明確に位置づけるも
のです。 

２ 執行機関は、前項の規定による行政評価の結果を公表します。 
【解説】 
 この条では、総合計画に基づく施策などについて指標などに照らし合わ
せ、その成果や達成度、市民の満足度などを判定し、施策などに反映させ
る行政評価について規定しています。 
 行政評価は、成果重視の目的志向型の市政運営への転換、総合計画に基
づく施策などの着実な推進、限られた財源の有効活用、情報の共有化、市
民への説明責任を果たすなど、市政運営全般に関わる重要な制度です。 
本市では、「鳥取市行政評価要綱」（平成１５年６月策定）に基づき、市

の政策、施策及び事業について行政評価を実施していますが、これを本条
例の中に明確に位置づけるものです。 
第１項では、施策などを正確に評価する場合、中立・公正で客観的な視

点が必要となります。執行機関は、第１５条の総合計画に基づく施策など
について、中立かつ公正な基準で行政評価を行うとともに、市民など外部
からの評価を受けることとしています。 
第２項では、執行機関は、評価の結果を市民に公表し、市政の透明性の

確保と市民の視点による成果重視の市政運営への転換を図るものです。 
 
（附属機関等の委員の選任） 

第２２条 執行機関は、審議会、審査会、調査会等の委員（以下「委
員」といいます。）を選任する場合は、その全部又は一部の委員につ
いて、公募により選任します。ただし、法令等の定めによる場合そ
の他正当な理由がある場合は、この限りではありません。 

【解説】 
 この条では、市の政策決定に大きな役割を果たしている審議会、審査会、
調査会等（以下、「審議会等」といいます。）(※1)などの委員の選任につい
て規定しています。 
本市は、「審議会等の設置・運営等に関する基準」及び「審議会等の委

員の公募実施要領」（共に平成１２年４月策定）に基づき、審議会等の公
募委員の選任を行っていますが、これを本条例の中に明確に位置づけるも
のです。 
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本来、審議会等は、その設置目的が執行機関の要請に応じて審議、審査又
は調査などを行うものであるため、委員の専門性が求められます。しかし、
審議会等での審議内容などが、市政の決定過程において重要な役割を果たし
ていることから、市民の意見を反映した市政の展開を図るため、委員の全部
又は一部を公募により選任することとしています。 
本市では、第９次鳥取市総合計画に基づき、審議会等における女性委員の

選任割合が、平成２７年度末までに４０％を超えるよう、女性委員の積極的
な選任に努めるものとしています。また、公募を実施する際の選任割合は、
２０％を超えることを目標としています。 
このことにより、市民の市政への参画機会を保障するとともに、市政の透

明性の向上、公正の確保などが図られ、より開かれた市政を推進することが
できます。 
ただし、法令などで委員構成が限定されていたり、議事内容に非公開情

報が含まれるなどの理由により、公募による委員の選任が適当ではない場
合は、この限りではないとしています。 
 
【参考】 
（※１）地方自治法では、執行機関の審議会等の設置について規定されてい

ます。 
地方自治法第１３８条の４（委員会・委員の設置） 
１及び２ （省略） 
３ 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行
機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会
その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができ
る。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。 

 

（説明責任） 
第２３条 執行機関は、政策の立案から実施、評価までの各過程にお
いて、その経緯、内容、効果等について市民にわかりやすく説明し
なければなりません。 

【解説】 
 この条では、執行機関の市民への市政に関する説明責任について規定し

本来、審議会等は、その設置目的が執行機関の要請に応じて審議、審査又
は調査などを行うものであるため、委員の専門性が求められます。しかし、
審議会等での審議内容などが、市政の決定過程において重要な役割を果たし
ていることから、市民の意見を反映した市政の展開を図るため、委員の全部
又は一部を公募により選任することとしています。 
本市では、第８次鳥取市総合計画に基づき、審議会等における女性委員の

選任割合が、平成２２年度末までに４０％を超えるよう、女性委員の積極的
な選任に努めるものとしています。また、公募を実施する際の選任割合は、
２０％を超えることを目標としています。 
このことにより、市民の市政への参画機会を保障するとともに、市政の透

明性の向上、公正の確保などが図られ、より開かれた市政を推進することが
できます。 
ただし、法令などで委員構成が限定されていたり、議事内容に非公開情

報が含まれるなどの理由により、公募による委員の選任が適当ではない場
合は、この限りではないとしています。 
 
【参考】 
（※１）地方自治法では、執行機関の審議会等の設置について規定されてい

ます。 
地方自治法第１３８条の４（委員会・委員の設置） 
１及び２ （省略） 
３ 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行
機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会
その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができ
る。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。 

 

（説明責任） 
第２３条 執行機関は、政策の立案から実施、評価までの各過程にお
いて、その経緯、内容、効果等について市民にわかりやすく説明し
なければなりません。 

【解説】 
 この条では、執行機関の市民への市政に関する説明責任について規定し
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ています。 
説明責任は、市民の参画・協働を進める上で前提となるものです。 
執行機関は、その職責が市民の負託に基づくものであることを認識し、

政策の実施に当たっては、市民に説明する責任を有することはもちろんの
こと、政策形成過程における透明性を確保するため、政策の立案から実施、
評価に至る各段階において、施策、事業などの必要性を市民に理解してい
ただくよう、わかりやすく説明することとしています。 
また、限られた行財政資源を有効に活用するためには、「選択と集中」

の視点から施策などの重点化を図っていく必要があり、そうした意味から
も市民が市の施策などを総合的に判断できるよう、施策などの効果や課題
なども説明していくことが求められます。 
 

第７章 危機管理 

第２４条 市は、市民の生命、身体及び財産を災害その他の不測の事
態（以下「災害等」といいます。）から守るため、災害等に強い都市
構造の整備並びに行政及び市民の災害対応力の向上に努めます。 

２ 市長は、災害等に的確に対応するための体制を整備し、市民生活
の安全確保に努めます。 
３ 市民は、災害等の発生時に自らの安全確保を図るとともに地域に
おいて相互に助け合えるよう、連携及び協力体制の整備に努めます。 

【解説】 
 【解説】 
 この条では、本市の危機管理についての基本的な考え方について規定
しています。 
 近年国内で発生した災害等を教訓に、市民の安全・安心な暮らしを守る
ため、自然災害等の不測の事態に備えて、自治体における危機管理体制を
充実強化することが求められています。 
本市においてもその姿勢をより明確にするため、本条例の中に位置付け

るものです。 
第１項では、市が、市民とともに、災害に強い安全・安心なまちづくり

を進めるという防災の目的を達成することに努めることとしています。 

ています。 
説明責任は、市民の参画・協働を進める上で前提となるものです。 
執行機関は、その職責が市民の負託に基づくものであることを認識し、

政策の実施に当たっては、市民に説明する責任を有することはもちろんの
こと、政策形成過程における透明性を確保するため、政策の立案から実施、
評価に至る各段階において、施策、事業などの必要性を市民に理解してい
ただくよう、わかりやすく説明することとしています。 
また、限られた行財政資源を有効に活用するためには、「選択と集中」

の視点から施策などの重点化を図っていく必要があり、そうした意味から
も市民が市の施策などを総合的に判断できるよう、施策などの効果や課題
なども説明していくことが求められます。 
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第２項では、市長が、災害時に的確に対応するための危機管理体制等を
整備し、市民生活の安全確保（公助）に努めることとしています。 
第３項では、市民自らが、災害等に備える（自助）とともに、近隣が互

いに助け合って地域を守る体制づくり（共助）に努めることとしています。 
ここでいう「災害等」とは、市民の生命、身体及び財産に重大な被害を

及ぼす自然災害、事件、事故（大規模火災・武力攻撃事態・テロ（※１）等）
及び市民生活に重大な被害を及ぼす事案（感染症・環境汚染・大規模食中
毒・公共施設での事件、事故・異常渇水等）を指しています。 
【参考】 
（※１）（※２） 

武力攻撃事態及びテロ等とは、「武力攻撃事態等における国民の保護
のための措置に関する法律」に基づくものです。 
 

第８章 市民意思の表明及び尊重 

（意見等への対応） 
第２５条 執行機関は、市民からの意見、要望、苦情、相談等（以下
「意見等」といいます。）に対して、迅速かつ的確に対応します。 

２ 執行機関は、寄せられた意見等について、その事実関係等を調査
し、適切な対策を講ずるとともに、施策等の改善に反映させるよう
努めます。 

【解説】 
 この条では、執行機関の市民から寄せられた意見、要望、苦情、相談等
（以下、「意見等」といいます。）への対応について規定しています。 
市民からの意見等に対する執行機関の対応は、市民と執行機関との信頼

関係に大きく影響します。 
執行機関の意見等への対応を本条例の中で明確にすることにより、職員

一人ひとりに意見等への対応についての考え方を意識づけようとするも
のです。 
 第１項では、執行機関は、市民から意見等が寄せられた際は、迅速かつ
的確に対応することとしています。市民からの意見等に迅速に対応すると
ともに、その処理結果や理由などを速やかに回答することにより、市民と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第７章 市民意思の表明及び尊重 

（意見等への対応） 
第２４条 執行機関は、市民からの意見、要望、苦情、相談等（以下
「意見等」といいます。）に対して、迅速かつ的確に対応します。 

２ 執行機関は、寄せられた意見等について、その事実関係等を調査
し、適切な対策を講ずるとともに、施策等の改善に反映させるよう
努めます。 

【解説】 
 この条では、執行機関の市民から寄せられた意見、要望、苦情、相談等
（以下、「意見等」といいます。）への対応について規定しています。 
市民からの意見等に対する執行機関の対応は、市民と執行機関との信頼

関係に大きく影響します。 
執行機関の意見等への対応を本条例の中で明確にすることにより、職員

一人ひとりに意見等への対応についての考え方を意識づけようとするも
のです。 
 第１項では、執行機関は、市民から意見等が寄せられた際は、迅速かつ
的確に対応することとしています。市民からの意見等に迅速に対応すると
ともに、その処理結果や理由などを速やかに回答することにより、市民と
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の情報共有と信頼関係の構築が図られます。 
第２項では、執行機関は、市民からの意見等の事実関係を調査し、適切

に対応することにより、市政の改善に活かしていくよう努めることとして
います。市民からの意見等への適切な対応と施策などの改善により、市民
が主役の市政が推進されます。 
ただし、市民からの意見等の中には、個別利益につながるものも含まれ

るため、執行機関には全体の奉仕者として公正な判断のもとでの対応が前
提となります。 
 
（市民政策コメント） 

第２６条 執行機関は、市民生活に重大な影響を及ぼす計画等の策定
及び改定並びに条例等の制定及び改廃を行う場合は、当該事項に関
する情報を市民に提供し、意見を求めます。ただし、緊急を要する
場合その他正当な理由がある場合は、この限りではありません。 
２ 執行機関は、前項に規定する意見に対する市の考え方を公表しま
す。 

３ 前２項に定めるもののほか、意見の聴取に関し必要な事項は、別
に定めます。 
【解説】 
 この条では、重要な政策や計画などを作成するに当たって、事前に市民
の意見を求める市民政策コメントについて規定しています。 
市民政策コメントは、市民の市政への参画の推進や政策形成過程におけ

る公正性と透明性の向上を図る制度であり、幅広い市民の市政への参加が
期待できるとともに、市政情報の共有化が図られます。 
本市は、「市民政策コメント実施要綱」（平成１３年１月策定）に基づき

市民政策コメントを実施していますが、これを本条例の中に明確に位置づ
けるものです。 
第１項では、執行機関は、市民に義務を課す条例の制定や総合計画の策

定など、市民生活に重大な影響を及ぼす施策などの策定、改廃などの際に
は、その内容などの情報を市民に公表し、意見を求めることとしています。 
ただし、災害発生時など緊急に対応する必要があるため、本制度の実施

が困難な場合や、法令などに定める金額及び率などに基づいて行う課税徴

の情報共有と信頼関係の構築が図られます。 
第２項では、執行機関は、市民からの意見等の事実関係を調査し、適切

に対応することにより、市政の改善に活かしていくよう努めることとして
います。市民からの意見等への適切な対応と施策などの改善により、市民
が主役の市政が推進されます。 
ただし、市民からの意見等の中には、個別利益につながるものも含まれ

るため、執行機関には全体の奉仕者として公正な判断のもとでの対応が前
提となります。 
 
（市民政策コメント） 

第２５条 執行機関は、市民生活に重大な影響を及ぼす計画等の策定
及び改定並びに条例等の制定及び改廃を行う場合は、当該事項に関
する情報を市民に提供し、意見を求めます。ただし、緊急を要する
場合その他正当な理由がある場合は、この限りではありません。 
２ 執行機関は、前項に規定する意見に対する市の考え方を公表しま
す。 

３ 前２項に定めるもののほか、意見の聴取に関し必要な事項は、別
に定めます。 
【解説】 
 この条では、重要な政策や計画などを作成するに当たって、事前に市民
の意見を求める市民政策コメントについて規定しています。 
市民政策コメントは、市民の市政への参画の推進や政策形成過程におけ

る公正性と透明性の向上を図る制度であり、幅広い市民の市政への参加が
期待できるとともに、市政情報の共有化が図られます。 
本市は、「市民政策コメント実施要綱」（平成１３年１月策定）に基づき

市民政策コメントを実施していますが、これを本条例の中に明確に位置づ
けるものです。 
第１項では、執行機関は、市民に義務を課す条例の制定や総合計画の策

定など、市民生活に重大な影響を及ぼす施策などの策定、改廃などの際に
は、その内容などの情報を市民に公表し、意見を求めることとしています。 
ただし、災害発生時など緊急に対応する必要があるため、本制度の実施

が困難な場合や、法令などに定める金額及び率などに基づいて行う課税徴
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収事務などは、本制度の適用外としています。 
 第２項では、執行機関は一方的に市民から意見を求めるだけでなく、そ
の意見に対する執行機関としての考え方を公表することにより、重要施策
の決定過程について市民への説明責任を果たすこととしています。 
第３項では、制度の手続などに関する具体的な事項については、「市民

政策コメント実施要綱」に定めることとしています。 
 
 
（住民投票） 
第２７条 市は、市政の特に重要な事項について、事案ごとにその都
度条例で定めるところにより、住民投票を実施することができます。 

２ 前項の条例は、それぞれの事案に応じ、投票に付すべき事項、投
票の手続、投票資格要件その他住民投票の実施に必要な事項を定め
ます。 

３ 市は、第１項の規定による住民投票を実施した場合は、その結果
を尊重しなければなりません。 
【解説】 
 この条では、間接民主制度を補完し、市民の意向を把握する住民投票に
ついて規定しています。 
住民投票は、市民が主役の自治を充実させる制度として位置づけていま

す。 
第１項では、市は、市政の特に重要な事項について住民投票を実施する

ことができるとしています。 
この住民投票は、市民（地方自治法第７４条に規定する選挙権を有する
者）の請求、議会及び市長のそれぞれの発議(※1)により実施することがで
きます。 
また、「市政の特に重要な事項」には様々な事案が想定されるため、そ

の事案に最も適した投票者の範囲や成立要件などを盛り込んだ「○○に関
する市民投票条例」を、議会の審議を経て定め実施する、いわゆる「非常
設型」(※2)の住民投票を規定しています。住民投票については、少数意見
の取扱いに慎重を期することや、実施に当たっては多くの費用が必要とさ
れるなど、様々な検討すべき点があります。 

収事務などは、本制度の適用外としています。 
 第２項では、執行機関は一方的に市民から意見を求めるだけでなく、そ
の意見に対する執行機関としての考え方を公表することにより、重要施策
の決定過程について市民への説明責任を果たすこととしています。 
第３項では、制度の手続などに関する具体的な事項については、「市民

政策コメント実施要綱」に定めることとしています。 
 
 
（住民投票） 
第２６条 市は、市政の特に重要な事項について、事案ごとにその都
度条例で定めるところにより、住民投票を実施することができます。 

２ 前項の条例は、それぞれの事案に応じ、投票に付すべき事項、投
票の手続、投票資格要件その他住民投票の実施に必要な事項を定め
ます。 

３ 市は、第１項の規定による住民投票を実施した場合は、その結果
を尊重しなければなりません。 
【解説】 
 この条では、間接民主制度を補完し、市民の意向を把握する住民投票に
ついて規定しています。 
住民投票は、市民が主役の自治を充実させる制度として位置づけていま

す。 
第１項では、市は、市政の特に重要な事項について住民投票を実施する

ことができるとしています。 
この住民投票は、市民（地方自治法第７４条に規定する選挙権を有する
者）の請求、議会及び市長のそれぞれの発議(※1)により実施することがで
きます。 
また、「市政の特に重要な事項」には様々な事案が想定されるため、そ

の事案に最も適した投票者の範囲や成立要件などを盛り込んだ「○○に関
する市民投票条例」を、議会の審議を経て定め実施する、いわゆる「非常
設型」(※2)の住民投票を規定しています。住民投票については、少数意見
の取扱いに慎重を期することや、実施に当たっては多くの費用が必要とさ
れるなど、様々な検討すべき点があります。 
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 第２項では、第１項に規定する条例については、投票に付すべき事項、
投票の手続など必要な事項を定めることとしています。 
第３項では、市は住民投票の結果を尊重することとしています。住民投

票の結果には法的な拘束力はありませんが、この制度が間接民主制度を補
完するものであることを明確にするため、市はその結果を十分に考慮する
こととしています。 
 
【参考】 
（※１）本市の議員、市長の選挙権を有する市民は、地方自治法に規定され

ている条例制定の直接請求に基づき、住民投票を請求することができ
ます。 
地方自治法第７４条（条例の制定又は改廃の請求とその処置） 

  普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者（以下本
編において「選挙権を有する者」という。）は、政令の定めるところに
より、その総数の５０分の１以上の者の連署をもつて、その代表者か
ら、普通地方公共団体の長に対し、条例（地方税の賦課徴収並びに分
担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。）の制定又は改廃
の請求をすることができる。 

 
間接民主制度を補完し、住民自治の理想を実現するために、地方自

治法や他の法律によって住民が直接意思を表明できる直接請求制度
が認められています。 

種  類 必要な署名数 関係法令 
条例の制定・改廃 ５０分の１以上 地方自治法第７４条 
監査 ５０分の１以上 地方自治法第７５条 
議会の解散   ３分の１以上 地方自治法第７６条 
議員の解職   ３分の１以上 地方自治法第８０条 
長の解職   ３分の１以上 地方自治法第８１条 
主要公務員の解職   ３分の１以上 地方自治法第８６条 
教育委員会の委員
の解職 

  ３分の１以上 地方教育行政の組織
及び運営に関する法
律第８条 

 第２項では、第１項に規定する条例については、投票に付すべき事項、
投票の手続など必要な事項を定めることとしています。 
第３項では、市は住民投票の結果を尊重することとしています。住民投

票の結果には法的な拘束力はありませんが、この制度が間接民主制度を補
完するものであることを明確にするため、市はその結果を十分に考慮する
こととしています。 
 
【参考】 
（※１）本市の議員、市長の選挙権を有する市民は、地方自治法に規定され

ている条例制定の直接請求に基づき、住民投票を請求することができ
ます。 
地方自治法第７４条（条例の制定又は改廃の請求とその処置） 

  普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者（以下本
編において「選挙権を有する者」という。）は、政令の定めるところに
より、その総数の５０分の１以上の者の連署をもつて、その代表者か
ら、普通地方公共団体の長に対し、条例（地方税の賦課徴収並びに分
担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。）の制定又は改廃
の請求をすることができる。 

 
間接民主制度を補完し、住民自治の理想を実現するために、地方自

治法や他の法律によって住民が直接意思を表明できる直接請求制度
が認められています。 

種  類 必要な署名数 関係法令 
条例の制定・改廃 ５０分の１以上 地方自治法第７４条 
監査 ５０分の１以上 地方自治法第７５条 
議会の解散   ３分の１以上 地方自治法第７６条 
議員の解職   ３分の１以上 地方自治法第８０条 
長の解職   ３分の１以上 地方自治法第８１条 
主要公務員の解職   ３分の１以上 地方自治法第８６条 
教育委員会の委員
の解職 

  ３分の１以上 地方教育行政の組織
及び運営に関する法
律第８条 
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市町村合併協議会
の設置 

５０分の１以上 市町村の合併の特例
等に関する法律第４
条 

市町村合併協議
会設置協議につ
いて議会が否決
し、すべての合併
対象市町村の議
会で可決された
場合 
   ６分の１以
上 

 
    また、議会及び市長は、地方自治法に規定される議会への議案の提

出権に基づき住民投票を発議することとなります。 
地方自治法第１０９条（常任委員会） 
 １～６ （省略） 
７ 常任委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当
該普通地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に議案を提出
することができる。ただし、予算については、この限りでない。 
 
地方自治法第１１２条（議員の議案提出権） 
  普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、
議会に議案を提出することができる。但し、予算については、この限
りでない。 
２ 前項の規定により議案を提出するに当たつては、議員の定数の１
２分の１以上の者の賛成がなければならない。 
 
地方自治法第１４９条（担任事務） 
  普通地方公共団体の長は、概ね次に掲げる事務を担任する。 

（１）普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案
を提出すること。 
 

 
市町村合併協議会
の設置 

５０分の１以上 市町村の合併の特例
等に関する法律第４
条 

市町村合併協議
会設置協議につ
いて議会が否決
し、すべての合併
対象市町村の議
会で可決された
場合 
   ６分の１以
上 

 
    また、議会及び市長は、地方自治法に規定される議会への議案の提

出権に基づき住民投票を発議することとなります。 
地方自治法第１０９条（常任委員会） 
 １～６ （省略） 
７ 常任委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当
該普通地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に議案を提出
することができる。ただし、予算については、この限りでない。 
 
地方自治法第１１２条（議員の議案提出権） 
  普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、
議会に議案を提出することができる。但し、予算については、この限
りでない。 
２ 前項の規定により議案を提出するに当たつては、議員の定数の１
２分の１以上の者の賛成がなければならない。 
 
地方自治法第１４９条（担任事務） 
  普通地方公共団体の長は、概ね次に掲げる事務を担任する。 

（１）普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案
を提出すること。 
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（※２）住民投票には、「非常設型」と「常設型」があります。 
    ○非常設型 … 住民の賛否を問おうとする事案ごとに、実施に必要

な住民投票条例をその都度 
制定する。 

    ○常 設 型 … 投票資格、投票方法、成立要件など、住民投票の実
施に必要な諸事項をあらかじめ住民投票条例として
定めておき、請求要件などを満たせばいつでも実施
できる。 

 
【住民投票請求の手続の例】 
①請求代表者証明書の交付申請［請求代表者→市長］ 
↓ 請求代表者証明書交付申請書に請求書、条例案を添付 

②選挙人名簿登録の有無の照会［市長→選挙管理委員会］ 
↓ 請求代表者が選挙人名簿に登録されているかの確認 

③請求代表者証明書の交付［市長→請求代表者］ 
       ↓ 請求資格者の総数の５０分の１の数を告示 

④署名の収集［請求代表者］ 
       ↓ 

⑤署名簿の提出［請求代表者→選挙管理委員会］ 
       ↓ 

⑥署名簿の審査・証明［選挙管理委員会］ 
↓ 署名総数、有効署名数、無効署名数の決定・証明・告示 

⑦署名簿の縦覧、異議申出・決定［選挙管理委員会］ 
       ↓ 署名総数、有効署名数、無効署名数の告示 

⑧署名簿の返付［選挙管理委員会→請求代表者］ 
↓ 署名簿に署名総数、有効署名数、無効署名数を記載 

⑨住民投票の請求［請求代表者→市長］ 
       ↓ 請求書に署名簿、請求資格者の５０分の１以上の有効署名

があることの証明書添付 
⑩署名簿の審査、請求受理・不受理の決定［市長］ 

       ↓ 署名数などを審査。請求受理の場合は請求代表者に通知
し、告示 

（※２）住民投票には、「非常設型」と「常設型」があります。 
    ○非常設型 … 住民の賛否を問おうとする事案ごとに、実施に必要

な住民投票条例をその都度 
制定する。 

    ○常 設 型 … 投票資格、投票方法、成立要件など、住民投票の実
施に必要な諸事項をあらかじめ住民投票条例として
定めておき、請求要件などを満たせばいつでも実施
できる。 

 
【住民投票請求の手続の例】 
①請求代表者証明書の交付申請［請求代表者→市長］ 
↓ 請求代表者証明書交付申請書に請求書、条例案を添付 

②選挙人名簿登録の有無の照会［市長→選挙管理委員会］ 
↓ 請求代表者が選挙人名簿に登録されているかの確認 

③請求代表者証明書の交付［市長→請求代表者］ 
       ↓ 請求資格者の総数の５０分の１の数を告示 

④署名の収集［請求代表者］ 
       ↓ 

⑤署名簿の提出［請求代表者→選挙管理委員会］ 
       ↓ 

⑥署名簿の審査・証明［選挙管理委員会］ 
↓ 署名総数、有効署名数、無効署名数の決定・証明・告示 

⑦署名簿の縦覧、異議申出・決定［選挙管理委員会］ 
       ↓ 署名総数、有効署名数、無効署名数の告示 

⑧署名簿の返付［選挙管理委員会→請求代表者］ 
↓ 署名簿に署名総数、有効署名数、無効署名数を記載 

⑨住民投票の請求［請求代表者→市長］ 
       ↓ 請求書に署名簿、請求資格者の５０分の１以上の有効署名

があることの証明書添付 
⑩署名簿の審査、請求受理・不受理の決定［市長］ 

       ↓ 署名数などを審査。請求受理の場合は請求代表者に通知
し、告示 
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⑪議会の招集、付議［市長→議会］ 
↓ 意見を付して議会へ付議 

⑫住民投票請求の審議、議決［議会］ 
  ↓ 
⑬審議結果の通知［市長→請求代表者］ 

       ↓ 議会の審議結果を告示 
⑭住民投票の実施 

 

第９章 国及び自治体等との連携及び協力 

第２８条 市は、国及び県と対等であり、かつ、協力関係であること
を踏まえ、相互に連携を図るとともに、市民全体の利益のために自
治の確立に努めます。 

２ 市は、積極的に他の市町村及び関係機関と連携を図り、共通する
課題の解決に努めます。 
【解説】 
 この条では、市が自治を行う上での国や他の自治体などとの関係につい
て規定しています。 
 社会情勢の変化や市民の行政ニーズの多様化、政策課題の広域化など
で、一自治体では対応が困難な行政課題が増加しています。 
第１項では、平成１２年の地方分権の推進を図るための関係法律の整備等

に関する法律（通称「地方分権一括法」）の施行により、国と自治体は対等
であることが明確にされたことを踏まえ、市は国及び県との対等・協力関
係のもと、相互に連携し、自治の確立に努めることとしています。 
第２項では、市は、近隣の自治体や大学などの関係機関と積極的に情報

の共有を図り、互いの自主性を尊重しながら連携し、共通課題の解決に努
めることとしています。 
 

第１０章 市民自治推進委員会 

第２９条 市に、市長の附属機関として、市民自治推進委員会（以下

⑪議会の招集、付議［市長→議会］ 
↓ 意見を付して議会へ付議 

⑫住民投票請求の審議、議決［議会］ 
  ↓ 
⑬審議結果の通知［市長→請求代表者］ 

       ↓ 議会の審議結果を告示 
⑭住民投票の実施 

 

第８章 国及び自治体等との連携及び協力 

第２７条 市は、国及び県と対等であり、かつ、協力関係であること
を踏まえ、相互に連携を図るとともに、市民全体の利益のために自
治の確立に努めます。 

２ 市は、積極的に他の市町村及び関係機関と連携を図り、共通する
課題の解決に努めます。 
【解説】 
 この条では、市が自治を行う上での国や他の自治体などとの関係につい
て規定しています。 
 社会情勢の変化や市民の行政ニーズの多様化、政策課題の広域化など
で、一自治体では対応が困難な行政課題が増加しています。 
第１項では、平成１２年の地方分権の推進を図るための関係法律の整備等

に関する法律（通称「地方分権一括法」）の施行により、国と自治体は対等
であることが明確にされたことを踏まえ、市は国及び県との対等・協力関
係のもと、相互に連携し、自治の確立に努めることとしています。 
第２項では、市は、近隣の自治体や大学などの関係機関と積極的に情報

の共有を図り、互いの自主性を尊重しながら連携し、共通課題の解決に努
めることとしています。 
 

第９章 市民自治推進委員会 

第２８条 市に、市長の附属機関として、市民自治推進委員会（以下
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「委員会」といいます。）を設置します。 
２ 委員会は、参画及び協働の推進に関する事項について調査及び審
議し、市長に意見を述べるとともに、市民に公表します。 

３ 委員会の構成、委員の選出その他委員会の運営については、別に
定めます。 
 
【解説】 
 この条では、参画と協働のまちづくりに重要な役割を担う市民自治推進
委員会について規定しています。 
 本条例は、制定することに意味があるのではなく、制定をスタートライ
ンとして、また本市のまちづくりの基本ルールとして、常に市民に活用さ
れつづける条例に育てていく必要があります。 
 そのためには、本条例の根幹を成す参画・協働をより一層推進していく
ことが重要です。 
第１項では、市民自治推進委員会は、地方自治法第１３８条の４第３項

(※1)の規定に基づく市長の附属機関として設置することとしています。 
第２項では、委員会は、本市の参画と協働のまちづくりを一層推進する

ために必要な調査や審議を行います。また、市長の諮問に応じて、本条例
の適切な運用や見直しに関することを審議します。 
これらの結果を市長に述べたり、答申するとともに、市民に公表するこ

とにより、参画・協働の視点での施策などの改善や市民意識の高揚を図る
こととしています。 
 
 
 
 
第３項では、委員会の構成や委員の選出などについては、別に定めるこ

ととしています。 
 
【参考】 
（※１）地方自治法では、執行機関の附属機関としての委員会・委員の設置

について規定されています。 

「委員会」といいます。）を設置します。 
２ 委員会は、参画及び協働の推進に関する事項について調査及び審
議し、市長に意見を述べるとともに、市民に公表します。 

３ 委員会の構成、委員の選出その他委員会の運営については、別に
定めます。 
 
【解説】 
 この条では、参画と協働のまちづくりに重要な役割を担う市民自治推進
委員会について規定しています。 
 本条例は、制定することに意味があるのではなく、制定をスタートライ
ンとして、また本市のまちづくりの基本ルールとして、常に市民に活用さ
れつづける条例に育てていく必要があります。 
 そのためには、本条例の根幹を成す参画・協働をより一層推進していく
ことが重要です。 
第１項では、市民自治推進委員会は、地方自治法第１３８条の４第３項

(※1)の規定に基づく市長の附属機関として設置することとしています。 
第２項では、委員会は、本市の参画と協働のまちづくりを一層推進する

ために必要な調査や審議を行います。また、市長の諮問に応じて、本条例
の適切な運用や見直しに関することを審議します。 
これらの結果を市長に述べたり、答申するとともに、市民に公表するこ

とにより、参画・協働の視点での施策などの改善や市民意識の高揚を図る
こととしています。 
本市では、現在、「鳥取市市民活動委員会」(※2)が市民参画と市民活動

の推進に関する事項の調査及び審議などを行っています。本条例の制定後
は、市民自治推進委員会と市民活動委員会の役割について検討することと
しています。 
第３項では、委員会の構成や委員の選出などについては、別に定めるこ

ととしています。 
 
【参考】 
（※１）地方自治法では、執行機関の附属機関としての委員会・委員の設置

について規定されています。 
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地方自治法第１３８条の４（委員会・委員の設置） 
１及び２ （省略） 
３ 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行
機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会
その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができ
る。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１１章 条例の見直し 

第３０条 市長は、この条例の施行の日から４年を超えない期間ごと
に、この条例の基本理念を踏まえて、この条例の各条項が本市にふ
さわしく、社会情勢に適合したものかどうかを検討します。 

２ 市長は、前項の規定による検討の結果、この条例の見直しの必要
があると認めるときは、速やかに必要な措置を講じます。 

３ 市長は、第１項の規定による検討及び前項に規定する措置を行う
に当たっては、市民の意見を反映するための必要な措置を講じます。 

【解説】 
 この条では、本条例が本市のまちづくりの基本ルールとしてふさわしい
かどうかなどを検討する、条例の見直しについて規定しています。 
 本条例が本市のまちづくりの基本ルールとして、その役割を十分に果た

地方自治法第１３８条の４（委員会・委員の設置） 
１及び２ （省略） 
３ 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行
機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会
その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができ
る。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。 

 
（※２）鳥取市市民参画と市民活動の推進に関する条例では、市民活動委員

会について規定されています。 
鳥取市市民参画と市民活動の推進に関する条例第１３条（設置及び所
掌事務） 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７条）第１３８条の４第３項の規
定に基づき、市民活動委員会（以下「委員会」という。）を置く。 
２ 委員会は、次の職務を行う。 
（１）市民参画及び市民活動の推進に関する事項について調査及び審
議し、市長に意見を述べるとともに、市民に公表すること。 

（２）市民活動の推進に関して、報告書を作成し、公表すること。 
（３）第１０条第６号に定める表彰者を選考し、市長に推薦すること。

 

第１０章 条例の見直し 

第２９条 市長は、この条例の施行の日から４年を超えない期間ごと
に、この条例の基本理念を踏まえて、この条例の各条項が本市にふ
さわしく、社会情勢に適合したものかどうかを検討します。 

２ 市長は、前項の規定による検討の結果、この条例の見直しの必要
があると認めるときは、速やかに必要な措置を講じます。 

３ 市長は、第１項の規定による検討及び前項に規定する措置を行う
に当たっては、市民の意見を反映するための必要な措置を講じます。 

【解説】 
 この条では、本条例が本市のまちづくりの基本ルールとしてふさわしい
かどうかなどを検討する、条例の見直しについて規定しています。 
 本条例が本市のまちづくりの基本ルールとして、その役割を十分に果た
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すよう、随時、条例の見直しや改善を行うことは当然のことですが、これ
を明確にすることで、定期的な見直しなどの実施を担保するものです。 
第１項では、本条例の施行後、４年を超えない期間ごとに、本条例が社

会情勢に適合し、機能しているかどうかを検討することとしています。 
検討期間を４年としたのは、議員や市長の任期(※1)を考慮したものであ

り、それぞれが自らの在任期間中に必ず見直しが必要かどうかを検討する
ことにより、本条例を見守るとともに、形骸化を防止しようとするもので
す。 
第２項では、市長は第１項の検討により、本条例の見直しが必要な場合

は、市政が停滞することのないよう、速やかに必要な措置を講じることと
しています。 
第３項では、本条例は市民が中心となり、市民、議会及び行政の三者協

働によって制定されたものであるため、本条例の検討及び見直しなどを行
う際も、市民の意見を反映させるよう措置することとしています。 
 
【参考】 
（※１）地方自治法では、議員と市長の任期が定められています。 

地方自治法第９３条（議員の任期） 
  普通地方公共団体の議会の議員の任期は、４年とする。 
 
地方自治法第１４０条（長の任期） 

  普通地方公共団体の長の任期は、４年とする。 
 

附則 

１ この条例は、平成２０年１０月１日から施行します。 
２  略(平成２５年１２月２０日条例第５４号改正) 
この条例は、平成２６年４月１日から施行します。 
【解説】 
 本条例は、本市のまちづくりの基本ルールを定める条例なので、制定さ
れることだけが目的ではなく、制定をスタートラインとして市民に十分浸
透し、まちづくりの指針として有効に活用されることで初めて生きた条例

すよう、随時、条例の見直しや改善を行うことは当然のことですが、これ
を明確にすることで、定期的な見直しなどの実施を担保するものです。 
第１項では、本条例の施行後、４年を超えない期間ごとに、本条例が社

会情勢に適合し、機能しているかどうかを検討することとしています。 
検討期間を４年としたのは、議員や市長の任期(※1)を考慮したものであ

り、それぞれが自らの在任期間中に必ず見直しが必要かどうかを検討する
ことにより、本条例を見守るとともに、形骸化を防止しようとするもので
す。 
第２項では、市長は第１項の検討により、本条例の見直しが必要な場合

は、市政が停滞することのないよう、速やかに必要な措置を講じることと
しています。 
第３項では、本条例は市民が中心となり、市民、議会及び行政の三者協

働によって制定されたものであるため、本条例の検討及び見直しなどを行
う際も、市民の意見を反映させるよう措置することとしています。 
 
【参考】 
（※１）地方自治法では、議員と市長の任期が定められています。 

地方自治法第９３条（議員の任期） 
  普通地方公共団体の議会の議員の任期は、４年とする。 
 
地方自治法第１４０条（長の任期） 

  普通地方公共団体の長の任期は、４年とする。 
 

附則 

１ この条例は、平成２０年１０月１日から施行します。 

 
【解説】 
 本条例は、本市のまちづくりの基本ルールを定める条例なので、制定さ
れることだけが目的ではなく、制定をスタートラインとして市民に十分浸
透し、まちづくりの指針として有効に活用されることで初めて生きた条例
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となります。これにより、「市民が主役の協働のまちづくり」が一層推進
されるとともに、計画的・体系的で透明性の高い行政運営が行われ、本市
が持続的に発展していくものと考えています。このため、条例の施行まで
の間を条例の周知期間として、積極的な広報に努めることとしています。
  

となります。これにより、「市民が主役の協働のまちづくり」が一層推進
されるとともに、計画的・体系的で透明性の高い行政運営が行われ、本市
が持続的に発展していくものと考えています。このため、条例の施行まで
の間を条例の周知期間として、積極的な広報に努めることとしています。
 また、他の条例や規則などが、本条例の趣旨や内容と矛盾がないよう見
直すとともに、必要に応じて改正を行い、本条例の施行と同時に一部改正
条例を施行することとしています。 

 
 


